
　
　
　
　
　
　

は
じ
め
に

　

紙
は
「
防
長
三
白
」（
米
・
紙
・
塩
）
の
一
つ
で
あ
り
、
近
世
防
長
の
特
産

物
で
あ
る
。
な
か
で
も
山
代
紙
は
請
紙
制
の
も
と
、
米
と
並
ん
で
藩
財
政
の
柱

と
な
っ
て
い
た
。
本
稿
は
、
萩
藩
前
期
の
山
代
紙
に
つ
い
て
、
石
高
・
年
貢
・

和
市
・
藩
財
政
と
い
っ
た
主
要
要
素
と
の
連
関
を
中
心
に
、
具
体
的
に
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

山
代
請
紙
制
に
つ
い
て
は
、
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究（

１
）』

と
い
う
古

典
的
業
績
が
あ
り
、
六
〇
数
年
を
経
た
現
在
で
も
、
通
説
の
位
置
を
占
め
て
い

る
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
萩
藩
前
期
（
慶
長
五
年
〜
貞
享
四
年
＝
一
六
〇
〇
〜

一
六
八
七
）
の
山
代
請
紙
制
成
立
・
展
開
期
に
つ
い
て
は
、
残
さ
れ
た
課
題
が

多
い
。
こ
れ
は
当
該
期
の
史
料
が
乏
し
く
、
主
と
し
て
「
製
紙
録（

２
）」・「

山
代
温

故
録（

３
）」と

い
っ
た
後
期
以
降
編
纂
の
史
料
に
依
拠
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

ま
た
、
石
高
・
年
貢
・
和
市
・
藩
財
政
等
、
主
要
要
素
と
の
連
関
把
握
に
課
題

を
残
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
の
課
題
は
、「
萩
藩
前
期
の
山
代
紙
」
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
、

新
出
史
料
を
活
用
し
て
よ
り
具
体
的
に
分
析
し
、
か
つ
主
要
要
素
と
の
連
関
把

握
を
よ
り
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
本
稿
は
、
筆
者
の
一
連
の
萩
藩
前
期
藩

財
政
研
究
の
完
結
編
で
も
あ
る
の
で
、前
稿
三
編（

４
）を

も
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

萩
藩
の
検
地
・
年
貢
に
関
し
て
は
、
拙
著（

５
）の

理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

一　

山
代
請
紙
制
の
成
立　

　

山
代
請
紙
制
の
成
立
を
考
察
す
る
に
は
、
ま
ず
石
高
と
の
関
係
を
明
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
萩
藩
で
は
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に
熊
野
検
地
を

実
施
し
、
本
藩
領
下
の
山
代
地
域
（
玖
珂
郡
北
辺
・
都
濃
郡
北
辺
の
う
ち
支
藩

領
を
除
く
）を
全
部
蔵
入
に
取
り
込
ん
だ
。
こ
の
時
点
の
山
代
石
高
は
、表（
１
）

に
み
る
よ
う
に
四
万
八
〇
一
五
石
一
斗
八
升
で
あ
る（

６
）。

こ
れ
は
、後
述
す
る「
益

田
牛
庵
覚
書（

７
）」

の
あ
げ
る
数
値
と
も
一
致
し
、
信
頼
の
お
け
る
数
値
で
あ
る
。

　

表
で
は
、
一
部
給
領
を
含
ん
で
い
た
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
国
絵
図
・
郷

帳
の
石
高（

８
）、

慶
長
十
二
〜
十
八
年
三
井
検
地
の
石
高（

９
）を

も
比
較
の
た
め
に
掲
げ

た
。
慶
長
十
年
高
（
こ
の
高
は
、
八
か
国
時
代
の
慶
長
三
年
兼
重
検
地
高
と
秀

　
　
　

萩
藩
前
期
の
山
代
紙

　
　
　
　
　
　
　

 

田　

中　

誠　

二　
　

四
三



吉
領
知
高
防
長
分
が
近
接
し
て
い
た
た
め
、
惣
高
で
領
知
高
を
継
承
し
、
前
者

を
検
見
に
よ
っ
て
若
干
修
正
し
た
）
か
ら
三
井
検
地
高
へ
の
移
行
は
、
平
均
で

一
・
八
倍
で
あ
っ
た
が
、
山
代
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
三
・
七

倍
と
な
っ
て
お
り
、
山
代
に
と
っ
て
の
三
井
検
地
の
過
酷
さ
が
窺
え
よ
う）
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。
三

井
検
地
で
の
山
代
蔵
入
高
は
、
約
二
万
石
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
元
和

末
に
山
代
の
み
で
実
施
さ
れ
た
熊
野
検
地
に
よ
っ
て
、
山
代
蔵
入
は
二
万
六
〇

〇
〇
石
と
な
っ

た
。

　

そ
し
て
表
に

見
る
寛
永
検
地

で
、
四
万
八
〇

一
五
石
余
と

な
っ
た
。
こ
れ

は
三
井
検
地
石

高
を
一
と
す
る

と
、平
均
で
一
・

六
五
倍
と
な
っ

て
い
る
。
三
井

検
地
は
七
ツ
三

分
成
、
寛
永
検

地
は
五
ツ
成
の

検
地
で
あ
っ
た

か
ら
、
石
高
が
一
・
四
六
倍
と
な
っ
て
い
れ
ば
想
定
物
成
は
同
額
と
な
る
。
諸

郡
で
は
過
酷
な
三
井
検
地
に
よ
っ
て
農
村
が
荒
廃
し
て
い
た
の
で
、
過
去
四
年

間
の
年
貢
の
平
均
を
と
り
、
こ
れ
が
五
ツ
成
に
な
る
よ
う
に
抨
し
た
の
で
、
総

平
均
倍
率
は
一
・
一
二
倍
に
止
ま
り
、
揺
れ
戻
し
に
よ
る
減
免
の
結
果
と
な
っ

た
。
そ
の
な
か
で
山
代
の
み
が
一
・
六
五
倍
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
代

蔵
入
石
高
四
万
八
〇
〇
〇
石
余
の
う
ち
の「
小
成
物
」（
四
木
ほ
か
の
有
用
樹
木
）

の
石
高
は
、
一
万
七
八
〇
〇
石
余
と
三
七
％
を
占
め
て
い
る
。
山
代
に
お
い
て

は
、
小
成
物
の
か
な
り
の
部
分
が
楮
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か

山
代
の
場
合
は
、
田
方
石
高
が
極
め
て
高
く
設
定
し
て
あ
る
。
物
成
を
一
旦
収

納
し
た
上
で
御
仕
入
米
と
し
て
地
元
に
「
売
る
」、
そ
し
て
こ
の
代
金
を
紙
の

収
納
で
決
済
す
る
と
い
う
請
紙
制
の
導
入
を
前
提
と
し
た
打
ち
出
し
で
あ
る
。

　

元
和
九
年
か
ら
寛
永
九
年
ま
で
（
一
六

二
三
〜
一
六
三
二
）
当
職
を
務
め
た
益
田

元
祥
に
よ
る
「
益
田
牛
庵
覚
書）
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」
に
よ
れ

ば
、
山
代
石
高
と
所
務
辻
は
、
表
（
２
）

の
通
り
で
あ
る
。
慶
長
十
九
年
分
と
元
和

五
年
分
の
石
高
は
三
井
検
地
に
よ
る
も
の

で
、
山
代
惣
高
二
万
九
〇
〇
〇
石
の
う
ち

蔵
入
高
は
約
二
万
石
で
あ
る
。
寛
永
検
地

に
よ
る
山
代
蔵
入
石
高
四
万
八
〇
一
五
石

余
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
と
山
代
所
務
代

（
代
官
）
平
川
清
兵
衛
正
時
の
と
き
に
、

表（１）山代石高の変遷　　　　単位：石

※出典：「周防御朱印兼重和泉蔵田与三兵衛検見帳」（県庁伝来旧藩記録280）。
　　　　「周防三井但馬蔵田与三兵衛検見帳」（県庁伝来旧藩記録281）。
　　　　「周防寛永弐年坪付帳」（県庁伝来旧藩記録283）。
　　　　「給領御配郡別石高名付付立」（毛利家文庫「政理」６）。
※金峰村は寛永17年、獺越村・中須村は同18年に山代添石となる（「山代縣令伝記」）。

村名 慶長10検
見帳石高

三井検地
石高

寛永検地
石高 同蔵入石高 内小成物 三井検地

倍率
三井～寛永
検地倍率

大原村 238.708 884.327 1545.180 1545.180 339.9650 3.70 1.75
宇佐村 243.960 505.936 1052.400 1052.400 127.6180 2.07 2.08
須川村 194.300 997.589 1665.930 1665.930 458.1550 5.13 1.67
深川村 249.300 1120.897 2266.210 2266.210 769.8930 4.50 2.02
広瀬村 806.063 2903.980 5149.010 5149.010 1826.9410 3.60 1.77
河山村 492.402 3033.574 5365.920 5365.920 2856.1655 6.16 1.77
根笠村 301.620 1137.870 2299.020 2299.020 1450.8270 3.77 2.02
府谷村 530.408 2016.208 4183.880 4183.880 1965.2415 3.80 2.08
波野村 278.820 1077.746 1825.910 1825.910 721.7660 3.87 1.69
本郷 1621.080 3953.318 7695.640 7695.640 1782.6190 2.44 1.95
阿賀郷 1004.981 2669.528 5213.800 5213.800 1973.4125 2.66 1.95
生見村 1259.080 3434.139 5989.570 5989.570 1703.8240 2.73 1.74
南桑村 341.600 897.858 2102.280 2102.280 1283.1270 2.63 2.34
三瀬川村 304.601 862.639 1660.430 1660.430 542.1850 2.83 1.92
根笠錫山 3566.540
合計 7866.923 29062.149 48015.180 48015.180 17801.7395 3.69 1.65
獺越村 807.728
金峰村 924.052
中須村 425.000
小計 2156.780

表（２）山代石高と所務辻
年度 石高（石） 代官調辻（貫目） 代官名

慶長19年分 19883.649 130.688500 武安助左衛門尉調辻
元和５年分 19950.953 200.728072 村井二郎左衛門尉調辻
元和６年分 246.465460 平川清兵衛調辻
元和７年分 271.105254 同
元和８年分 280.695800 同
元和９年分 302.888380 同
寛永１年分 350.126900 同
寛永２年分 48015.190 450.322403 同（新高）
寛永３年分 515.073140 同
合計 2748.093909
出典：毛利家文庫巨室８「益田牛庵覚書」。
参考：寛永20年分山代現高57286石。
参考：承応２年山代現高59526石（畠方12206石。楮石23055石。
　　　田方24265石）。

四
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所
務
辻
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
こ
う
。

　

右
の
こ
と
は
、
寛
永
元
年
十
月
二
十
日
付
の
次
の
史
料）

12
（

に
よ
っ
て
も
確
か
め

ら
れ
る
。

　

此
段
ニ
被
仰
進
之
由
候
事
、

　

一
山
代
郡
之
事
、

　
　

一
高
弐
万
石　
　
　

三
井
検
地

　
　
　

 

銀
百
五
六
拾
貫
目
之
間
、
但
人
力
色
々
な
る
立
物
を
以
銀
之
辻
如
此
、

三　

但
馬
代
官
之
時
之
分
、
同
弐
百
貫
目
、
村
井
二
郎
左
衛
門
代
官
之

時
、
是
茂
色
々
立
物
右
同
、

　

右
同
前
之
事
、

　

一 

井
上
五
郎
右
衛
門
代
官
之
時
、
平
川
清
兵
衛
右
之
弐
百
貫
目
之
外
ニ
銀
子

五
百
枚
仕
出
シ
進
上
可
申
之
由
候
故
、
彼
清
兵
衛
代
官
被
仰
付
候
、
則
山

代
江
罷
越
候
、
左
候
て
右
之
五
百
枚
ハ
不
及
申
、
其
上
又
銀
五
百
枚
余
仕

出
申
候
、
彼
清
兵
衛
申
様
ニ
、
右
之
御
約
束
之
辻
ニ
て
候
へ
者
、
其
上
ハ

私
取
申
事
候
得
共
、
兎
角
御
馳
走
ニ
と
存
、
不
残
上
ケ
申
候
、

　
　
　

付 

、
其
後
之
年
清
兵
衛
申
候
様
ニ
者
、
彼
山
代
御
検
地
被
仰
付
候
て
可

然
之
由
申
候
条
、
熊
野
藤
兵
衛
ニ
検
地
被
仰
付
候
へ
者
、
最
前
者
弐

万
石
之
所
ニ
て
御
座
候
を
、
六
千
石
出
来
申
候
而
、
引
合
弐
万
六
千

石
余
ニ
成
申
候
、
左
候
て
其
年
之
石
高
よ
り
又
銀
子
仕
出
シ
申
候
、

就
夫
少
口
上
在
之
事
、

　
　
　

付 

、
又
当
年
茂
五
拾
貫
目
及
仕
出
候
、
引
合
弐
万
六
千
石
ニ
銀
子
三
百

四
五
拾
貫
目
公
納
之
由
候
、
左
候
へ
者
右
之
石
高
よ
り
物
成
大
分
上

ニ
成
候
事
、

　

右
の
史
料
で
は
、
三
井
検
地
で
の
山
代
蔵
入
高
は
約
二
万
石
で
あ
っ
た
こ

と
、
三
井
が
「
代
官
」（
当
職
の
意
）
の
と
き
の
所
務
辻
は
一
五
〇
〜
一
六
〇

貫
目
で
あ
っ
た
こ
と
、
村
井
が
山
代
代
官
で
あ
っ
た
と
き
の
そ
れ
は
二
〇
〇
貫

目
で
あ
っ
た
こ
と
、
井
上
が
「
代
官
」（
こ
れ
も
当
職
の
意
）
で
あ
っ
た
と
き

平
川
を
山
代
代
官
に
し
て
（
元
和
六
年
任
命）
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）
所
務
辻
を
上
げ
た
こ
と
、
平
川

の
提
案
で
元
和
末
に
検
地
を
実
施
し
山
代
蔵
入
高
が
二
万
六
〇
〇
〇
石
に
な
っ

た
こ
と
、
寛
永
元
年
に
は
所
務
辻
は
三
四
〇
〜
三
五
〇
貫
目
と
な
っ
た
こ
と
が

云
わ
れ
て
お
り
、
表
（
２
）
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
し
て
、
寛
永
二

年
検
地
で
山
代
惣
蔵
入
地
化
と
増
石
が
行
わ
れ
、
石
高
は
四
万
八
〇
一
五
石
余

と
な
っ
た
。

　

つ
ぎ
に
も
っ
と
詳
細
に
、
三
井
検
地
・
寛
永
検
地
で
の
「
小
成
物
」、
そ
し

て
楮
石
の
成
立
ま
で
を
追
っ
て
み
よ
う
。
三
井
検
地
・
寛
永
検
地
の
坪
付
帳（
検

地
帳
）
が
現
存
す
る
の
は
、
元
和
三
年
成
立
の
下
松
藩
（
の
ち
徳
山
藩
）
の
史

料
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
山
代
に
隣
接
し
、
紙
漉
村
で
あ
っ
た
須
万
村
の
坪
付

帳）
14
（

を
み
る
。
ま
ず
三
井
検
地
の
坪
付
帳
の
末
尾
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

合
田
数
四
拾
六
町
弐
畝
拾
歩

　
　
　

米
六
百
四
拾
五
石
六
斗
六
升　

　
　
　
（
畠
・
屋
敷
略
）

　
　
　

楮
六
百
八
拾
壱
釜
七
把

　
　
　

米
八
拾
八
石
七
斗
七
升
八
合

　
　
　

茶
ノ
米
弐
拾
四
石
弐
升
八
合

四
五



　
　
　
（
漆
・
樹
木
・
桑
略
）

　
　
　
　

已
上
百
拾
七
石
九
斗
八
升
四
合　
　
　

小
成
物

　
　

合
千
百
拾
五
石
九
斗
八
升
四
合

　

三
井
検
地
の
収
納
原
則
は
、
田
方
は
石
高
一
石
か
ら
米
七
斗
三
升
を
収
納
し

（
す
な
わ
ち
七
ツ
三
分
成
）、
畠
方
（
田
方
以
外
の
畠
・
屋
敷
・
小
成
物
等
）
は
、

石
高
一
石
か
ら
銀
一
〇
匁
を
収
納
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
米
七

斗
三
升
＝
銀
一
〇
匁
、
つ
ま
り
米
一
石
＝
銀
一
三
匁
七
分
の
和
市
が
設
定
さ
れ

て
い
る
。
三
井
検
地
で
は
じ
め
て
「
小
成
物
」
に
課
税
し
た
。「
小
成
物
」
は
、

右
の
史
料
に
見
る
よ
う
に
、
楮
・
茶
・
漆
・
桑
の
四
木
の
ほ
か
、
蜜
柑
・
山
椒
・

柿
な
ど
の
有
用
樹
木
で
あ
る
。
な
か
で
も
楮
へ
の
着
目
度
が
高
い
。
そ
の
楮
は
、

一
釜
当
た
り
一
斗
三
升
に
石
盛
を
さ
れ
て
い
る
（
八
八
・
七
七
八
÷
六
八
一
・

七
＝
〇
・
一
三
）。
こ
れ
は
一
筆
ご
と
の
石
盛
で
も
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
畠

方
石
高
一
石
に
銀
一
〇
匁
の
収
納
で
あ
る
か
ら
、
楮
一
釜
の
収
納
は
銀
一
匁
三

分
で
あ
る
（
〇
・
一
三
×
一
〇
＝
一
・
三
）。

　

つ
ぎ
に
同
村
寛
永
検
地
坪
付
帳）

15
（

の
楮
集
計
の
部
分
を
掲
げ
る
。

　
　

楮
弐
千
五
百
七
拾
三
釜
五
把　

　
　

銀
三
貫
三
百
五
拾
五
匁
七
分
七
厘
壱
毛

　
　

米
ニ
し
て
四
百
八
拾
九
石
九
斗
四
升
三
合

　
　
　

但
、
和
市
右
ニ
同
し
、

　

楮
一
釜
は
、
一
斗
九
升
に
石
盛
を
さ
れ
て
い
る
（
四
八
九
・
九
四
÷
二
五
七

三
・
五
＝
〇
・
一
九
）。「
和
市
右
ニ
同
し
」
と
い
う
但
し
書
は
、
畠
の
と
こ
ろ

に
あ
る
「
但
、
百
目
ニ
付
拾
四
石
六
斗
宛
」
を
指
し
て
お
り
、
石
高
一
石
に
付

き
銀
六
・
八
五
匁
の
収
納
を
意
味
す
る
（
三
三
五
五
・
七
七
一
÷
四
八
九
・
九

四
三
＝
六
・
八
五
）。
石
高
一
石
に
付
き
銀
六
・
八
五
匁
の
収
納
は
、
畠
方
の

畠
・
屋
敷
・
小
成
物
に
共
通
で
あ
る
。
三
井
検
地
で
は
、
田
方
高
一
石
に
米
七

斗
三
升
の
収
納
（
七
ツ
三
分
成
）、
畠
方
高
一
石
に
銀
一
〇
匁
の
収
納
で
あ
る

か
ら
、
米
一
石
＝
銀
一
三
・
七
匁
の
和
市
（
一
〇
÷
〇
・
七
三
＝
一
三
・
七
）

を
設
定
し
て
い
た
。
寛
永
検
地
で
は
、
田
方
高
一
石
に
米
五
斗
の
収
納
（
五
ツ

成
）、
畠
方
一
石
に
銀
六
・
八
五
匁
の
収
納
で
あ
る
か
ら
、
米
一
石
＝
銀
一
三
・

七
匁
の
和
市
（
六
・
八
五
÷
〇
・
五
＝
一
三
・
七
）、
す
な
わ
ち
三
井
検
地
と

同
じ
設
定
で
あ
る）
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。
こ
の
背
景
に
は
、
①
田
方
高
一
石
と
畠
方
高
一
石
は
等
価

で
あ
る
、
②
田
方
は
米
で
収
納
し
、
畠
方
は
銀
で
収
納
す
る
、
③
寛
永
検
地
へ

の
移
行
に
と
も
な
っ
て
仕
法
と
し
て
は
収
納
額
を
変
え
な
い
、
と
い
う
前
提
が

あ
っ
た
。
七
ツ
三
分
成
高
か
ら
五
ツ
成
高
へ
の
移
行
に
際
し
て
、
想
定
収
納
額

を
変
え
な
い
た
め
に
は
、
石
高
を
一
・
四
六
倍
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
（
一
×
〇
・

七
三
＝
〇
・
七
三
、
一
・
四
六
×
〇
・
五
＝
〇
・
七
三
）。
右
に
掲
げ
た
「
但
、

百
目
ニ
付
拾
四
石
六
斗
宛
」
に
も
、
一
四
六
と
い
う
数
値
が
表
れ
て
い
る
。
前

に
み
た
よ
う
に
三
井
検
地
帳
の
楮
一
釜
は
一
斗
三
升
に
石
盛
を
さ
れ
た
。
畠
高

一
石
に
一
〇
匁
の
収
納
だ
か
ら
、
楮
一
釜
の
収
納
は
、
一
匁
三
分
で
あ
る
（
〇
・

一
三
×
一
〇
＝
一
・
三
）。
寛
永
検
地
帳
の
楮
一
釜
は
一
斗
九
升
に
石
盛
を
さ

れ
た
。
こ
れ
は
三
井
検
地
楮
石
高
の
一
・
四
六
倍
で
あ
る
（
〇
・
一
九
÷
〇
・

一
三
＝
一
・
四
六
）。
楮
一
釜
か
ら
の
収
納
は
銀
一
匁
三
分
で
あ
る
（
〇
・
一

九
×
六
・
八
五
＝
一
・
三
）。
楮
一
釜
か
ら
の
収
納
は
、
三
井
検
地
と
寛
永
検

地
は
同
額
で
あ
り
、
石
高
が
一
・
四
六
倍
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
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と
こ
ろ
で
、
右
の
寛
永
検
地
帳
の
後
続
部
分
に
よ
れ
ば
、
畠
方
の
う
ち
「
紙

船
役
銀
」（
紙
漉
水
槽
へ
の
課
税
）・「
梁
役
銀
」（
鮎
漁
へ
の
課
税
）・「
山
役

銀
」
に
つ
い
て
は
、「
但
、
拾
匁
ニ
付
壱
石
宛
」、
つ
ま
り
石
高
一
石
に
一
〇
匁

の
収
納
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
他
村
の
例
で
は
、
浦
屋
敷
・
浦
立
銀
・
町

屋
敷
・
塩
浜
銀
・
鉄
炮
役
銀
・
川
口
拾
歩
一
銀
な
ど
が
、
石
高
一
石
に
一
〇
匁

収
納
で
あ
る
。
つ
ま
り
寛
永
検
地
に
は
、
米
一
石
＝
銀
一
三
・
七
匁
（
一
〇
÷

〇
・
七
三
＝
一
三
・
七
）
の
和
市
と
、
米
一
石
＝
銀
二
〇
匁
（
一
〇
÷
〇
・
五

＝
二
〇
）
の
和
市
が
併
存
し
て
お
り
、
後
者
へ
の
移
行
過
程
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
寛
永
期
中
に
は
、
畠
方
高
一
石
に
一
律
一
〇
匁
収
納
に
増
徴
さ
れ

た）
16
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の
で
、
楮
一
釜
（
高
〇
・
一
九
石
）
の
収
納
は
、
一
般
村
で
は
一
・
九
匁
収

納
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
（
〇
・
一
九
×
一
〇
＝
一
・
九
）。
さ
ら
に
寛
文
期

か
ら
は
、
一
般
村
で
は
二
匁
の
上
が
り
銀
を
付
け
て
畠
高
一
石
に
一
二
匁
収
納

と
し
た
。
い
ず
れ
も
和
市
対
応
で
あ
る
。

　

以
上
、
三
井
検
地
で
は
、
楮
は
は
じ
め
て
石
盛
を
さ
れ
た
「
小
成
物
」
の
一

種
で
あ
り
、
楮
一
釜
は
一
斗
三
升
の
石
盛
、
銀
一
匁
三
分
の
収
納
（
〇
・
一
三

×
一
〇
＝
一
・
三
）
で
あ
っ
た
。
寛
永
検
地
で
は
一
斗
九
升
の
石
盛
、
銀
一
匁

三
分
の
収
納
（
〇
・
一
九
×
六
・
八
五
＝
一
・
三
）
で
あ
っ
た
。
寛
永
期
中
に

一
般
村
で
は
、
収
納
が
一
匁
九
分
に
増
徴
（
〇
・
一
九
×
一
〇
＝
一
・
九
）
さ

れ
た
。

　

つ
ぎ
に
寛
永
検
地
後
の
山
代
は
、
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
山
代
代
官
平

川
正
時
宛
の
寛
永
三
年
九
月
十
七
日
「
当
職
益
田
元
祥
・
同
清
水
景
治
覚）
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」
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　

覚

　

一 

山
代
田
方
之
物
成
、
近
年
六
ツ
成
五
歩
ニ
被
相
調
之
候
、
今
年
者
七
ツ
三

歩
成
ニ
可
被
相
定
候
事
、

　
　
　

付
、
今
年
者
田
方
之
米
和
市
之
出
入
可
有
之
哉
之
事
、

　

一
山
代
畠
方
、
去
年
熊
野
藤
兵
衛
相
究
辻
を
以
可
有
指
引
事
、

　

一 

楮
方
之
儀
、
其
方
才
覚
を
以
仕
出
無
紛
候
、
然
と
も
楮
ね
段
今
少
上
ケ
被

申
可
有
公
納
事
、

　
　
　

以
上

　
　

右
山
代
御
所
務
方
仕
組
之
儀
、
如
此
可
被
相
究
之
候
、（
下
略
）

　

こ
こ
で
は
「
山
代
御
所
務
方
」
つ
ま
り
山
代
で
の
年
貢
収
納
方
針
が
示
さ
れ

て
い
る
。
寛
永
検
地
以
降
は
、
田
方
高
一
石
に
五
ツ
成
の
米
五
斗
、
畠
方
高
一

石
に
銀
六
・
八
五
匁
を
収
納
す
る
。
そ
れ
を
山
代
に
か
ぎ
っ
て
、
田
方
高
一
石

に
六
ツ
五
分
成
の
六
斗
五
升
取
っ
て
き
た
が
、
七
ツ
三
分
成
の
七
斗
三
升
に
上

げ
よ
。
さ
ら
に
収
納
し
た
米
を
、
現
地
に
「
売
る
」
た
め
の
「
米
和
市
」
を
変

更
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
「
売
っ
た
」
米
の
代
銀
は
、
紙
の
収

納
で
決
済
す
る
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。山
代
の
田
方
石
盛
は
高
く
、

か
つ
右
に
見
る
よ
う
に
諸
郡
石
高
に
五
〇
％
の
免
を
、
山
代
に
限
っ
て
六
五
％

か
ら
七
三
％
に
上
げ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
表
作
で
で
き
た
米
を
お
そ
ら
く
全

部
一
旦
取
り
上
げ
て
、こ
れ
を
飯
米
と
し
て「
売
る
」。
そ
の
和
市
も
高
く
す
る
。

こ
れ
は
た
ん
に
米
を
多
く
収
奪
す
る
目
的
で
は
な
く
、
紙
を
多
く
収
奪
す
る
目

的
で
あ
る
。

　

畠
方
は
、
前
年
の
熊
野
検
地
（
寛
永
検
地
）
で
の
収
納
、
す
な
わ
ち
高
一
石

四
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に
銀
六
・
八
五
匁
の
収
納
で
あ
る
。
そ
し
て
「
楮
方
」
は
、
楮
一
釜
＝
一
・
三

匁
（
高
〇
・
一
九
石
×
六
・
八
五
匁
＝
一
・
三
匁
）
の
収
納
を
も
っ
と
上
げ
よ

と
い
う
の
で
あ
る
。
楮
は
、
畠
方
の
小
成
物
（
三
井
検
地
で
は
じ
め
て
石
盛
さ

れ
た
）の
一
種
で
あ
っ
た
が
、山
代
で
は
田
方
・
畠
方
と
並
ぶ「
楮
方
」、し
た
が
っ

て
「
楮
石
」
に
特
化
し
た
。

　

二
年
後
の
平
川
正
時
宛
寛
永
五
年
九
月
二
十
一
日
「
益
田
元
祥
覚）
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」
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。　

　
　
　
　

覚　
　
　
　
　

　

一 

今
度
自
江
戸
以
御
意
、
山
代
御
蔵
入
御
究
被
仰
付
候
ニ
付
而
、
為
御
検
使

原
権
左
衛
門
尉
被
差
出
候
間
、
被
相
談
無
緩
可
被
相
究
事
、

　

一
楮
究
之
儀
肝
要
ニ
候
、
理
在
之
所
能
々
被
入
念
可
被
相
究
事
、

　

一 

楮
究
之
儀
、
地
下
人
を
ゑ
ら
ひ
候
而
可
被
相
究
候
、
左
候
而
新
帳
可
被
申

付
事
、

　

一 

右
之
帳
を
以
た
め
し
之
儀
、
原
権
左
可
被
申
付
候
条
、
以
此
上
さ
し
引
、

村
々
之
究
可
被
申
付
候
、　　
　
（
中
略
）

　

一
楮
一
釜
之
ね
段
、
銀
三
文
目
ニ
可
被
相
定
事
、

　

今
度
藩
主
か
ら
の
御
意
で
、「
山
代
御
蔵
入
御
究
」
を
行
い
、
検
使
と
し
て

原
権
左
衛
門
が
山
代
に
派
遣
さ
れ
る
。「
御
究
」の
中
心
は
、「
楮
究
」（
楮
検
地
）

で
あ
り
、「
新
帳
」（「
帳
面
」
と
も
い
い
、
楮
検
地
帳
）
を
作
成
す
る
。
楮
一

釜
＝
三
匁
収
納
（
お
そ
ら
く
平
川
の
提
案
）
と
せ
よ
と
い
う
。
こ
れ
は
既
述
し

た
よ
う
に
、
楮
一
釜
を
一
斗
九
升
に
石
盛
を
し
、
石
高
一
石
か
ら
六
・
八
五
匁

を
収
納
す
る
か
ら
、
楮
一
釜
か
ら
の
収
納
は
一
匁
三
分
で
あ
る
と
い
う
寛
永
検

地
の
原
則
の
、
山
代
に
限
っ
て
の
変
更
で
あ
る
。
こ
の
変
更
は
、
後
述
す
る
石

盛
の
変
更
と
、
寛
永
検
地
の
も
う
一
つ
の
和
市
へ
の
変
更
を
同
時
に
伴
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
楮
一
釜
を
三
斗
に
石
盛
を
し
、
石
高
一
石
か
ら
銀
一

〇
匁
を
収
納
す
る
（
寛
永
検
地
畠
方
の
も
う
一
つ
の
和
市
）
と
し
て
、
楮
一
釜

か
ら
三
匁
を
収
納
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
推
定
を
裏
付
け
る
史
料
が
あ
る
。
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
十
月
七
日

「
国
元
加
判
衆
奉
書）
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」
で
あ
る
。

　
　

 

先
年
よ
り
楮
釜
数
七
万
弐
千
余
之
御
定
に
て
、
一
釜
三
匁
一
分
之
御
調
仕

来
候
、
其
後
能
美
七
左
衛
門
・
神
保
一
郎
右
衛
門
存
之
時
相
究
候
へ
ハ
、

現
楮
五
万
釜
程
有
之
由
候
、
然
共
御
調
ハ
七
万
弐
千
余
釜
之
辻
ニ
被
仰
付

候
故
、
近
年
色
々
と
地
下
中
挊
を
以
、
且
々
御
調
申
之
由
候
、

　

楮
七
万
二
〇
〇
〇
釜
は
、
一
丸
＝
三
釜
漉
き
で
あ
れ
ば
二
万
四
〇
〇
〇
丸
で

あ
る
。
こ
れ
が
先
年
か
ら
の
「
御
定
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。「
御
定
」
は
、

寛
永
五
年
の
「
楮
究
」（
楮
検
地
）
で
行
わ
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
。

　
「
一
釜
三
匁
一
分
之
御
調
仕
来
候
」
と
あ
る
の
は
、
寛
永
五
年
の
平
川
の
提

案
「
楮
一
釜
之
ね
段
、
銀
三
文
目
」
が
、「
楮
究
」
の
実
施
過
程
で
も
う
少
し

上
げ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
楮
一
釜
を
三
斗
一
升
に
石
盛
を
し
、
寛
永
検
地
の
も
う
一
つ
の
和

市
（
石
高
一
石
か
ら
銀
一
〇
匁
を
収
納
す
る
）
を
採
用
し
て
楮
一
釜
に
銀
三
匁

一
分
を
収
納
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
。

す
な
わ
ち
「
〇
・
三
一
石
×
楮
釜
数
＝
楮
石
、
ま
た
〇
・
三
一
石
×
楮
釜
数
×

一
〇
匁
＝
楮
銀
」
で
あ
る
（
〇
・
三
一
×
一
〇
＝
三
・
一
）。 四

八



　

こ
の
仮
説
を
山
代
石
高
の
変
遷
か
ら
検
証
し
て
み
よ
う
。
寛
永
二
年
（
一
六

二
五
）
検
地
で
の
山
代
石
高
は
、
四
万
八
〇
一
五
石
余
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
山
代

石
高
が
知
れ
る
の
は
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
分
蔵
入
請
払
一
紙）
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の
五
万

七
二
八
六
石
（
物
成
辻
七
〇
〇
貫
目
）
で
あ
り
、
九
二
七
一
石
の
増
石
を
み
て

い
る
。
増
石
の
う
ち
表
（
１
）
に
示
し
た
よ
う
に
、寛
永
一
七
年
の
金
峰
村
（
九

二
四
・
〇
五
二
石
）、
同
一
八
年
の
中
須
村
（
四
二
五
石
）・
獺
越
村
（
八
〇
七
・

七
二
八
石
）
の
計
二
一
五
六
・
七
八
石
が
山
代
に
添
石
と
な
っ
た
の
を
除
け
ば
、

七
一
一
四
・
二
二
石
の
増
石
と
な
る
。
こ
の
増
石
の
主
因
は
、寛
永
五
年
の
「
楮

究
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
寛
永
二
十
年
分
請
払
一
紙
で
は
、
山
代
物
成
辻

七
〇
〇
貫
目
は
「
江
戸
御
遣
方
」
に
引
き
当
て
ら
れ
て
お
り
、
山
代
紙
が
藩
財

政
の
柱
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

表
（
３
）
は
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
四
月
十
日
の
予
算
大
綱）

20
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の
内
、
山

代
関
係
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
の
山
代
惣
高
は

五
万
九
九
八
〇
石
（「
添
石
共
ニ
」
と
あ
る
の
は
、
金
峰
村
・

中
須
村
・
獺
越
村
が
加
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
）、
こ
の
う
ち
か

ら
諸
引
方
（
庄
屋
給
・
永
否
な
ど
の
年
貢
控
除
高
）
四
五
四

石
を
引
い
た
現
高
（
課
税
基
準
高
）
は
、
五
万
九
五
二
六
石
。

こ
の
現
高
の
内
訳
は
、
田
方
現
高
二
万
四
二
六
五
石
（
四
〇
・

八
％
）・
畠
方
現
高
一
万
二
二
〇
六
石
（
二
〇
・
五
％
）、
楮
石

二
万
三
〇
五
五
石
（
三
八
・
七
％
）
で
あ
る
。
楮
銀
は
、
二
二

三
貫
三
〇
〇
匁
で
あ
り
、
楮
石
×
一
〇
匁
＝
楮
銀
に
近
い）

21
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。
楮

銀
か
ら
楮
釜
数
を
逆
算
す
る
と
、
二
二
三
三
〇
〇
÷
三
・
一
＝

七
二
〇
三
二
釜
、
お
よ
そ
七
万
二
〇
〇
〇
釜
で
あ
る
。
前
掲
承

応
元
年
史
料）

18
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の
「
先
年
よ
り
七
万
弐
千
余
之
御
定
」
と
ぴ
っ
た

り
一
致
す
る
。
ま
た
、「
製
紙
録（

２
）」

に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　

 

明
暦
年
中
よ
り
追
々
楮
検
地
猶
御
改
法
抨
替
被
仰
付

候
廉
書

　

一
楮
七
万
弐
千
三
百
五
拾
四
釜
七
把
四
歩
、
明
暦
四
戌
年
検

表（３）「御両国御蔵入物成を以指引物付立」山代紙関係抜粋（承応2.4.10）

※出典：「御両国御蔵入物成を以指引物付立」承応2.4.10（継立原書11）。

項目 石高（石） 米（石） 備考
山代添石共ニ 59980.0
内
山代畠方（現高） 12206.0
山代楮石（現高） 23055.0
山代田方（現高） 24265.0 9706.0 四ツ成ニして
山代現高計 59526.0 諸引方454石ということになる。
米方請
山代田方物成 9706.0
米方払
山代帋岩国より大坂迄舟賃米 400.0 ２万丸ニして（丸別２升）
山代ニて売米之分 10000.0 100匁＝３石
銀子方請

項目 米（石） 銀（貫目） 備考
山代ニて売米代銀 333.3 100匁＝３石替
山代畠銀 111.4 現高１石に9.13匁（若干の免違いあり）
山代楮銀 223.3 現高１石に9.69匁（若干の免違いあり）
山代帋すき舟役 9.0
山代南桑より岩国迄河舟運上銀 4.2 丸別２分宛。（21000丸相当）
山代山役他 0.6 以上６項目計681.8貫目。
山代帋大坂運上御利徳銀 150.0
山代帋大坂運上岩国～大坂運賃
帋座調 14.0 丸別７分

山代古帋百足や調一年分 10.0 残168貫目、慶安４年より

山代帋関係銀子請小計 855.8 江戸御遣銀は700貫目。大臨時と江戸借銀返済を含めると、江戸御遣方は1009貫目。
銀子方払（御国ニて御遣方の内）
御切帋を以山代より調辻 20.0
山代痛申ニ付下り 130.0

引当物
山代帋大坂運上２万丸之根銀之分 600.0
根銀600貫目の２割半上り之分 150.0 外ニ１割は帋座へ被遣
岩国～大坂運賃帋座より調分 14.0 ２万丸
山代古帋百足や調残り１年分 10.0
山代帋関係引当小計 774.0
山代御米の代銀畠銀楮銀其外う
き役共ニ681貫800目之内600貫
めハ帋を以大坂指上せ残分現銀
ニて御国内ニて納分 81.8 根銀残分、現銀納入。
山代痛申ニ付而下り －130.0 減免分。
山代帋関係引当残 725.8 銀子請備考参照。

四
九



　
　

地
被
仰
付
候
分
、
御
代
官
村
上
七
兵
衛
役
中
也
、

　

一 
六
万
千
六
百
拾
四
釜
三
把
壱
歩
、
寛
保
七
年
御
改
粟
屋
五
郎
兵
衛
役
中
、

楮
石
釜
別
三
斗
壱
升
、
石
貫
ニ
し
て
八
拾
三
匁
壱
分
宛
被
召
上
候
、
右
江

対
シ
庄
屋
・
畔
頭
給
千
石
之
当
り
を
以
高
除
ニ
し
て
被
立
下
候
、

　

一 

六
万
弐
千
三
百
七
拾
釜
六
把
壱
歩
、
貞
享
四
年
御
代
官
福
井
吉
兵
衛
役
中

改
也
、
其
後
元
禄
十
年
御
改
相
成
候
へ
共
、
員
数
増
減
無
之
、
御
代
官
井

原
小
七
郎
役
中
也
、

　

一 

五
万
釜
、
享
保
十
九
寅
年
御
代
官
坂
九
郎
左
衛
門
役
中
御
改
辻
、
前
段
之

楮
石
江
当
庄
屋
・
畔
頭
給
米
先
年
以
来
被
立
下
候
処
、
寛
保
三
亥
年
楮
石

壱
万
五
千
五
百
石
御
宥
免
被
仰
付
候
、（
下
略
）

　
「
製
紙
録
」
の
前
期
山
代
に
関
す
る
記
述
に
は
、
誤
り
が
含
ま
れ
て
い
る
。

ま
ず
第
一
条
の
楮
釜
数
は
、「
先
年
よ
り
七
万
弐
千
余
之
御
定
」
の
系
統
の
数

字
と
し
て
首
肯
で
き
る
が
、「
明
暦
四
戌
年
検
地
」の
事
実
は
な
い
。
あ
る
の
は
、

一
部
前
掲
し
た
承
応
元
年
史
料）
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に
よ
れ
ば
、
山
代
代
官
市
川
九
郎
右
衛
門
就
昌

が
、「
去
当
年
楮
悪
敷
」
た
め
に
、「
現
楮
之
究
被
仰
付
、
其
辻
を
以
御
公
納
被

仰
付
候
様
ニ
」
と
の
山
代
三
老
の
要
請
を
う
け
て
行
っ
た
楮
究
で
あ
る）

22
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。
こ
の

楮
究
は
、
帳
面
楮
の
七
万
二
〇
〇
〇
釜
余
は
変
更
せ
ず
に
、
二
万
丸
（
承
応
二

年
予
算
大
綱
の
大
坂
運
送
紙
、
一
丸
＝
三
釜
漉
き
で
六
万
釜
、
三
・
〇
七
釜
漉

き
で
六
万
一
四
〇
〇
釜
）
余
に
抨
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

　

二
カ
条
目
の
「
寛
保
七
年
」
は
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
が
正
し
く
、
山
代

代
官
粟
屋
就
政
が
萩
か
ら
検
使
を
迎
え
て
行
っ
た
「
七
年
秋
山
代
中
御
帳
面
楮

検
地）

23
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」
で
あ
る
。
右
の
数
字
の
「
六
万
千
六
百
拾
四
釜
三
把
壱
歩
」
は
、
他
の

史
料
に
「
山
代
御
帳
面
現
楮
六
万
千
七
百
釜
余）

24
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」
と
あ
っ
て
一
致
す
る
。
し
か

も
寛
文
七
年
の
楮
究
は
た
ん
な
る
抨
で
は
な
く
、
帳
面
楮
の
改
定
を
伴
う
「
楮

検
地
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
第
二
条
に
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。「
楮
石
釜
別
三
斗
壱
升
、
石
貫

ニ
し
て
八
拾
三
匁
壱
分
宛
被
召
上
候
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
前
半
は
楮
一
釜

を
三
斗
一
升
に
石
盛
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
云
っ
て
お
り
、
後
半
は
「
石
貫
に

し
て
八
拾
銭
三
匁
壱
分
を
召
し
上
げ
る
」
と
云
っ
て
い
る
。「
八
拾
三
匁
壱
分
」

と
読
ん
で
は
い
け
な
い
。「
八
拾
銭
三
匁
壱
分
」
と
読
む
の
で
あ
る
。
畠
方
高

一
石
か
ら
八
〇
銭
（
八
〇
文
）
＝
銀
一
匁
の
和
市
（
し
た
が
っ
て
銀
五
〇
匁
＝

銭
四
貫
文
の
和
市
）
で
銀
三
匁
一
分
を
収
納
す
る
の
意
味
で
あ
る
。
前
半
と
後

半
を
通
し
て
解
釈
す
る
と
、
楮
一
釜
を
三
斗
一
升
に
石
盛
を
す
る
。
楮
石
一
石

に
一
〇
匁
を
収
納
す
る
か
ら
、
楮
一
釜
か
ら
は
銀
三
匁
一
分
を
収
納
す
る
。
さ

き
に
寛
永
五
年
の
楮
究
（
楮
検
地
）
は
、「
〇
・
三
一
石
×
楮
釜
数
＝
楮
石
、

ま
た
〇
・
三
一
石
×
楮
釜
数
×
一
〇
匁
＝
楮
銀
」
と
い
う
仕
法
で
あ
っ
た
と
い

う
仮
説
を
立
て
た
が
、
こ
れ
が
裏
付
け
ら
れ
た
。

　

第
三
条
で
は
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
の
楮
究
（
貞
享
検
地
）
が
六
万
二

三
七
〇
釜
余
（
帳
面
楮
）
と
す
る
。
こ
れ
に
〇
・
三
一
石
を
乗
ず
る
と
楮
石
一

万
九
三
三
四
石
余
と
な
り
、
他
の
史
料）

25
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で
、
貞
享
検
地
の
楮
石
が
一
万
九
三
五

一
・
九
七
石
と
し
て
い
る
の
と
合
致
す
る
。
そ
の
後
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）

に
地
下
抨
が
行
わ
れ
た
が
、
帳
面
楮
の
改
定
は
な
か
っ
た
。
地
下
抨
で
五
万
釜

と
な
り
帳
面
楮
と
の
差
額
は
、
二
四
％
の
被
楮
（
か
づ
き
こ
う
ぞ
）
と
な
っ
た

（
五
万
×
一
・
二
四
＝
六
万
二
〇
〇
〇
）。

五
〇



　

第
四
条
に
は
、
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
に
、
十
七
年
の
「
虫
枯
」
と
十

八
年
の
「
疫
病
」
に
よ
る
山
代
の
極
度
の
疲
弊
を
立
て
直
そ
う
と
し
て
行
わ
れ

た
楮
究
で
、
帳
面
楮
が
五
万
釜
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
山
代

の
疲
弊
が
止
ま
ず
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
畠
へ
の
「
二
重
年
貢
」
に
当

た
る
と
し
て
、
楮
石
一
万
五
五
〇
〇
石
を
「
御
宥
免
」
し
た
こ
と
、
が
書
か
れ

て
い
る
。
楮
五
万
釜
は
、
一
釜
＝
〇
・
三
一
石
と
す
れ
ば
一
万
五
五
〇
〇
石
と

な
り
、
右
の
記
載
と
一
致
す
る
。
帳
面
楮
は
、
寛
永
五
年
七
万
二
〇
〇
〇
釜
、

寛
文
七
年
六
万
一
七
〇
〇
釜
、
貞
享
四
年
六
万
二
三
七
〇
釜
、
享
保
十
九
年
五

〇
〇
〇
〇
釜
と
変
遷
し
た
。

　

こ
う
し
て
、楮
一
釜
の
石
盛
は
、寛
永
五
年
か
ら
一
貫
し
て
三
斗
一
升
で
あ
っ

た
こ
と
（
山
代
に
の
み
存
在
す
る
楮
石
の
成
立
）、
ま
た
帳
面
楮
で
楮
生
産
の

管
理
（
ノ
ル
マ
の
設
定
）
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

だ
が
山
代
請
紙
制
の
本
質
は
、
右
の
こ
と
に
止
ま
ら
な
い
。
請
紙
制
で
は
、

楮
石
か
ら
の
み
紙
を
収
納
す
る
の
で
は
な
く
、
田
方
石
・
畠
方
石
か
ら
も
紙
を

収
納
す
る
の
で
あ
る
。
表
（
３
）
に
か
え
っ
て
そ
の
こ
と
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
四
月
十
日
付
蔵
入
予
算
大
綱
の
中
に
登
場
す
る
山

代
紙
関
係
項
目
は
、
表
（
３
）
の
通
り
で
あ
る）
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。
山
代
惣
高
は
約
六
万
石
、
現

高
（
惣
高
か
ら
諸
引
方
＝
年
貢
控
除
高
を
引
い
た
課
税
基
準
高
）
は
五
万
九
五

二
六
石
で
あ
る
。
田
方
現
高
二
万
四
二
六
五
石
・
畠
方
現
高
一
万
二
二
〇
六
石
・

楮
石
二
万
三
〇
五
五
石
と
な
る
。
寛
永
検
地
は
五
ツ
成
で
あ
る
と
こ
ろ
、
山
代

田
方
物
成
は
四
ツ
成
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
山
代
石
高
は
、
紙
を
多
く
収
納
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、高
石
で
あ
る
。
四
ツ
物
成
九
七
〇
六
石
は
、

精
一
杯
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
少
し
米
を
足
し
、
一
万
石

が
「
山
代
ニ
て
売
米
」
と
な
る
。「
売
米
」
の
和
市
は
、一
〇
〇
匁
＝
三
石
（
こ

れ
を
三
石
替
と
い
う
）
で
あ
り
、
こ
の
予
算
大
綱
の
定
和
市
一
〇
〇
匁
＝
五
石

（
五
石
替
）
よ
り
も
相
当
高
い
。
つ
ま
り
山
代
農
民
は
、
自
分
の
作
っ
た
米
の

ほ
と
ん
ど
を
一
旦
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
高
く
「
買
」
っ
て
、
飯
米
と
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
楮
修
甫
・
紙
漉
き
と
い
う
重
労
働
を
支
え
る
に
は
、
多
く
の
飯

米
を
必
要
と
し
た
。
足
ら
な
け
れ
ば
、
他
宰
判
・
他
国
か
ら
飯
米
・
飯
麦
を
買

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
万
石
の
「
山
代
ニ
て
売
米
代
銀
」
三
三
三
貫
三
〇

〇
匁
は
、
紙
の
収
納
で
決
済
す
る
。
畠
方
一
万
二
二
〇
六
石
に
は
、
石
別
一
〇

匁
が
懸
け
ら
れ（
一
部
免
違
い
を
含
む
）、畠
銀
は
一
一
一
貫
四
〇
〇
匁
で
あ
る
。

こ
れ
も
紙
の
収
納
で
決
済
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
楮
石
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
楮
一
釜
＝
三
斗
一
升
に
石
盛
を
さ
れ
て

二
万
三
〇
五
五
石
、
石
別
一
〇
匁
が
懸
け
ら
れ
（
一
部
免
違
い
を
含
む
）、
楮

銀
は
二
二
三
貫
三
〇
〇
匁
で
あ
り
、
こ
れ
も
紙
の
収
納
で
決
済
さ
れ
る
。
楮
銀

か
ら
逆
算
す
る
と
、
楮
釜
数
は
七
万
二
〇
〇
〇
釜
で
あ
り
（
二
二
三
三
〇
〇
÷

三
・
一
＝
七
二
〇
三
二
）、
寛
永
五
年
に
定
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
帳
面
楮
に
一
致

す
る
。
帳
面
楮
数
は
、目
標
値（
ノ
ル
マ
）と
し
て
維
持
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
山
代
ニ
て
売
米
代
銀
」・
畠
銀
・
楮
銀
の
合
計
は
、
六
六
八
貫
目
で
あ
り
、

山
代
紙
漉
き
舟
役
・
南
桑
〜
岩
国
の
川
舟
運
上
銀
・
山
代
山
役
と
い
う
三
項
目

の
雑
税
一
三
・
八
貫
目
が
加
わ
っ
て
、
六
項
目
の
合
計
は
六
八
一
・
八
貫
目
と

な
る
。
こ
れ
に
「
大
坂
運
上
御
利
徳
銀
」（「
売
上
り
銀
」
と
も
い
い
、
紙
の
売

却
益
で
あ
る
）
一
五
〇
貫
目
と
紙
座
（
大
坂
で
山
代
紙
の
販
売
を
請
け
負
う
商

五
一



人
）
の
負
担
す
る
岩
国
〜
大
坂
間
の
運
賃
一
四
貫
目
、
そ
れ
に
か
つ
て
紙
座
構

成
員
だ
っ
た
百
足
屋
の
未
払
い
紙
代
返
済
一
年
分
の
一
〇
貫
目
を
加
え
る
と
、

銀
子
方
請
合
計
は
八
五
五
・
八
貫
目
と
な
る
。
た
だ
し
、
慶
安
四
年
・
承
応
元

年
分
は
前
掲
史
料
に
「
去
当
年
楮
悪
敷
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、楮
が
不
作
で
「
山

代
痛
申
ニ
付
而
下
り
」
一
三
〇
貫
目
の
減
免
を
予
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　

前
述
し
た
寛
永
二
十
年
分
請
払
一
紙
で
の
山
代
物
成
辻
は
七
〇
〇
貫
目
で
あ

り
、
こ
れ
が
「
江
戸
御
遣
銀
」
に
引
き
当
て
ら
れ
て
い
た
。
江
戸
出
費
は
、
山

代
紙
収
益
七
〇
〇
貫
目
で
賄
う
方
針
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
針
は
、
承
応
二
年
の

予
算
大
綱
に
も
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
引
当
物
の
項
目
は
、
す
な
わ
ち
「
江
戸

御
遣
銀
」
七
〇
〇
貫
目
へ
の
引
当
の
意
味
で
あ
る
。
引
当
物
の
第
一
項
目
は
、

山
代
紙
大
坂
運
上
二
万
丸
の
「
根
銀
」
六
〇
〇
貫
目
で
あ
る
。
二
万
丸
（
一
丸

＝
三
釜
漉
き
と
し
て
六
万
釜
、
三
・
〇
七
漉
き
と
す
れ
ば
二
万
一
四
〇
〇
釜
）

は
、
楮
不
作
の
影
響
で
目
標
の
帳
面
楮
七
万
二
〇
〇
〇
釜
（
一
丸
＝
三
釜
漉
き

で
二
万
四
〇
〇
〇
丸
）
に
届
い
て
い
な
い
。
ま
た
、
二
万
丸
の
「
根
銀
」
六
〇

〇
貫
目
は
、
一
丸
当
た
り
三
〇
匁
の
「
根
銀
」
設
定
で
あ
る）

27
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。
藩
か
ら
す
る
と

「
根
銀
」
は
、
元
値
を
意
味
し
、
百
姓
か
ら
す
る
と
「
御
買
上
値
段
」、
つ
ま
り

値
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
根
銀
」
一
丸
三
〇
匁
は
、
こ
の
頃
の

大
坂
の
紙
相
場
を
勘
案
し
て
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

引
当
物
の
第
二
項
目
は
、「
売
上
り
銀
」
す
な
わ
ち
藩
の
紙
売
却
益
で
あ
る
。

「
根
銀
」
六
〇
〇
貫
目
の
二
五
％
一
五
〇
貫
目
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

ほ
か
に
一
〇
％
六
〇
貫
目
が
紙
座
の
収
益
と
な
る
（
た
だ
し
岩
国
〜
大
坂
間
の

運
賃
一
四
貫
目
は
紙
座
持
ち
で
あ
る
）。
藩
の
「
売
上
り
銀
」
は
、
寛
永
十
七

年
に
は
「
本
銀
」（「
本
ね
」）
の
四
〇
％
に
設
定
さ
れ
て
い
た）

28
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が
、
承
応
期
の

相
場
・
紙
座
と
の
関
係
に
規
定
さ
れ
て
二
五
％
の
「
売
上
り
銀
」
に
甘
ん
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
小
計
七
七
四
貫
目
の
引
当
に
現
銀
収
納
の
八
一
・
八
貫
目
を
加
え

る
。
こ
の
部
分
は
、「
山
代
御
米
之
代
銀
・
畠
銀
・
楮
銀
、
其
外
う
き
役
共
ニ
」

六
八
一
・
八
貫
目
か
ら
「
根
銀
」
六
〇
〇
貫
目
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
紙
収

納
が
目
標
に
近
づ
い
て
い
れ
ば
、
紙
で
も
っ
て
決
済
さ
れ
る
べ
き
も
の）
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で
あ
る

が
、
楮
不
作
に
よ
っ
て
余
儀
な
く
現
銀
で
収
納
す
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
前
掲
承
応
元
年
の
史
料
に
、
帳
面
楮
七
万
二
〇
〇
〇
釜
が
達
成
さ
れ
な
い

近
年
で
は
、
差
額
を
「
色
々
と
地
下
中
挊
を
以
、
御
調
申
」
す
と
山
代
三
老
が

述
べ
て
い
る
事
実
と
対
応
す
る
。
そ
し
て
最
後
の
項
に
減
免
分
が
計
上
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
慶
安
四
年
分
・
承
応
元
年
分
の
楮
不
作
が
深
刻
で
あ
っ
た
た
め

に
、
ま
た
収
納
目
標
や
仕
法
そ
の
も
の
が
過
酷
な
た
め
に
と
っ
た
減
免
措
置
で

あ
る
。
こ
う
し
て
か
ろ
う
じ
て
「
江
戸
御
遣
銀
」
七
〇
〇
貫
目
を
少
し
上
回
る

七
二
五
・
八
貫
目
の
引
当
と
な
っ
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
請
紙
制
の
成
立
を
跡
づ
け
る
に
は
、
物
成
（
米
・
畠
銀
・
楮
銀
）
を

紙
の
収
納
で
決
済
す
る
と
い
う
制
度
は
い
つ
成
立
す
る
か
、
販
路
の
確
保
は
い

つ
な
さ
れ
た
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
山
代
縣
令
伝
記）
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」
に
は
つ

ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
川
清
兵
衛
正
時

　
　

右
自
寛
永
七
庚
午
、
同
八
未
十
二
月
ニ
至
る
、

　
　

 

此
時
よ
り
山
代
半
帋
御
買
上
に
な
る
、
広
瀬
村
隅
四
兵
衛
と
云
も
の
大
坂

五
二



江
被
遣
、
京
町
人
角
倉
ト
申
江
取
組
な
る
、

　

こ
の
史
料
が
、
こ
れ
ま
で
山
代
請
紙
制
の
成
立
を
い
う
場
合
に
根
拠
と
な
っ

て
き
た
も
の
で
あ
る
。
平
川
任
期
中
の
寛
永
七
、
八
年
に
請
紙
制
が
成
立
し
た

と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
山
代
代
官
の
在
任
期
間
で
は
、
平
川
正
時
が
代
官
に

任
命
さ
れ
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
元
和
六
年
で
あ
り
、
楮
検
地
の
寛
永
五
年

ま
で
は
在
任
が
確
認
で
き
る
。「
山
代
半
帋
御
買
上
に
な
る
」
と
い
う
の
は
、

物
成
（
米
・
畠
銀
・
楮
銀
）
を
紙
の
収
納
で
決
済
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、

請
紙
制
の
要
件
が
成
立
し
た
こ
と
を
云
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
紙
の
販

路
の
確
保
も
、
請
紙
制
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
。
の
ち
に
紙
座
と
呼
ば
れ
る
商

人
に
、「
京
町
人
角
倉
」
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。

　

確
か
な
史
料
で
あ
る
寛
永
二
十
年
分
蔵
入
請
払
一
紙）
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で
は
、
山
代
惣
高
五
万

七
二
八
六
石
、
同
物
成
辻
七
〇
〇
貫
目
と
し
、
こ
れ
が
「
江
戸
御
遣
方
」
に
引

き
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
山
代
紙
が
藩
財
政
の
柱
に
位
置
付
け
ら
れ
た
こ

と
も
意
味
す
る
。

　

以
上
、
①
楮
石
の
成
立
と
楮
石
・
帳
面
楮
に
よ
る
楮
生
産
の
管
理
（
ノ
ル
マ

の
設
定
）
は
、
寛
永
五
年
の
楮
検
地
に
よ
る
。
②
物
成
（
米
・
畠
銀
・
楮
銀
）

を
も
っ
ぱ
ら
紙
の
収
納
で
決
済
す
る
と
い
う
制
度
は
、
寛
永
五
年
〜
寛
永
八
年

に
成
立
し
、
寛
永
十
七
〜
二
十
年
に
は
か
な
り
成
熟
し
て
い
た
。

　

紙
の
販
路
の
確
保
と
市
場
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
寛
永
十
一
年
の

史
料）
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で
は
、
大
坂
商
人
の
大
塚
屋
が
、「
本
銀
之
外
ニ
壱
和
利
上
ケ
候
て
、
近

年
御
馳
走
申
上
候
ツ
」、
し
か
し
堺
衆
と
競
合
し
、「
又
私
弐
歩
上
ケ
候
て
、
山

代
紙
ね
付
本
銀
之
外
ニ
壱
和
利
七
歩
上
ケ
候
て
御
請
仕
候
」
と
云
っ
て
い
る
。

つ
づ
い
て
寛
永
十
七
年
の
史
料）
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で
は
、
大
塚
屋
と
京
商
人
静
間
吉
左
衛
門
が
、

「
山
代
紙
本
ね
之
外
ニ
四
わ
り
を
加
、
只
今
迄
売
り
上
ケ
申
候
へ
と
も
、
紙
本

ね
付
高
直
ニ
罷
成
」、「
紙
之
代
銀
只
今
迄
ハ
紙
着
不
仕
候
へ
と
も
、
銀
子
大
分

被
懸
仰
」、「
借
銀
を
以
江
戸
方
之
御
遣
方
申
上
候
」
と
云
っ
て
い
る
。
大
塚

屋
・
静
間
は
、
山
代
紙
の
紙
座
で
あ
り
、
寛
永
十
一
年
に
は
「
本
銀
」（「
本

ね
」）
の
ほ
か
に
一
割
七
分
の
「
売
上
り
銀
」、
十
七
年
に
は
四
割
の
「
売
上
り

銀
」
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
寛
永
十
七
年
以
降
、
四
割
の
「
売

上
り
銀
」
が
、
藩
側
の
目
安
と
な
っ
て
い
た
。

　

寛
永
末
の
山
代
紙
の
販
売
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
史
料
が
あ
る）

33
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。
寛
永
十
八

年
の
暮
に
藩
借
銀
が
七
〇
〇
貫
目
出
来
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
云
う
。

　
　

 

一
天
下
き
ゝ
ん
の
は
し
め
ゆ
へ
、
御
物
成
ハ
無
之
、
山
代
紙
も
在
々
之
こ

と
く
た
が
ひ
、
上
方
に
て
御
う
り
は
ら
ひ
も
相
な
ら
す
候
て
つ
か
へ
、
十

七
年
・
十
八
年
之
紙
御
そ
ん
に
な
り
申
候
故
、
よ
に
出
所
無
之
候
て
、
御

借
銀
に
て
こ
ゝ
も
と
相
と
ゝ
の
へ
候
事
、（
中
略
）
お
な
じ
と
し
（
寛
永

二
十
年
）
山
代
紙
す
こ
し
う
り
た
て
、
八
百
貫
目
ほ
と
御
座
候
へ
と
も
、

云
々

　

寛
永
末
の
飢
饉
の
影
響
に
よ
っ
て
山
代
紙
が
売
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
寛
永
二

十
年
に
は
八
〇
〇
貫
目
ほ
ど
売
り
上
げ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
年
分
の
蔵
入
物

成
一
紙
で
は
、「
江
戸
御
遣
方
」
に
山
代
物
成
辻
七
〇
〇
貫
目
が
引
き
当
て
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
。

　

承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
十
月
二
十
七
日
「
江
戸
京
大
坂
御
借
銀
帳）

34
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」
の
大

五
三



坂
借
銀
の
冒
頭
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

一
銀
百
五
拾
八
貫
四
拾
八
匁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
塚
屋
節
斎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
勝
兵
衛

　
　
　

 

右
山
代
帋
座
被
仰
付
候
時
、
慶
安
元
ノ
二
月
ノ
御
元
銀
弐
百
貫
目
相
調

候
所
ニ
、
同
年
七
月
ニ
帋
座
静
間
玄
可
ニ
被
仰
付
候
、
帋
不
残
玄
可
へ

引
渡
候
ニ
付
而
、
右
ノ
弐
百
貫
目
返
弁
被
仰
付
儀
ニ
御
座
候
へ
共
、
其

節
御
銀
子
無
之
、
直
様
御
借
銀
ニ
月
別
壱
和
利
ニ
し
て
御
借
用
之
内
、

慶
安
四
ノ
拾
弐
月
迄
元
利
算
用
状
之
前
、（
下
略
）

　

こ
の
史
料
で
は
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
七
月
に
、「
山
代
帋
座
」
を
そ

れ
ま
で
の
大
塚
屋
か
ら
静
間
に
替
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
で
に
二
月
に
紙
代

銀
の
う
ち
二
〇
〇
貫
目
を
大
塚
屋
か
ら
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
が
借
銀

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
史
料
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

一
三
百
貫
目　
　
　
　
　
　

奈
堺
ノ
　

良
や
吉
左
衛
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間
同
ノ
　

中
長
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
同
ノ
　

け
や
長
右
衛
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
京
　
　

ぎ
や
九
左
衛
門
尉

　
　
　

 

右
紙
座
前
銀
ト
し
て
、
胡
麻
屋
長
左
衛
門
・
帋
や
七
右
衛
門
口
入
を
以
、

慶
安
四
ノ
十
二
月
ニ
、
月
別
壱
和
利
ニ
し
て
慶
安
五
ノ
十
二
月
切
ニ
御

借
用
之
分
、

　

こ
こ
で
は
、
慶
安
四
年
十
二
月
に
胡
麻
屋
長
左
衛
門
ほ
か
と
紙
座
契
約
を
な

し
、「
紙
座
前
銀
」
と
し
て
三
〇
〇
貫
目
を
借
用
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

直
前
に
つ
ぎ
の
史
料
が
あ
る）
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。

　
　

 

於
大
坂
ニ
各
相
談
仕
見
申
候
へ
共
、
御
借
銀
ハ
か
し
手
無
之
ニ
相
極
、
山

代
帋
之
座
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
当
分
銀
子
三
百
貫
め
御
用
ニ
立
、
帋
代
銀
調

之
儀
ハ
度
々
ニ
無
滞
可
相
調
候
条
、
如
先
年
壱
和
利
之
口
銭
被
仰
付
候
様

ニ
と
、
胡
麻
屋
其
外
帋
座
之
者
三
人
申
之
由
候
、（
中
略
）
此
中
御
直
売

ニ
被
仰
付
候
と
て
も
、
右
之
三
人
之
帋
座
之
者
共
中
か
い
に
仕
う
け
取
候

て
こ
そ
売
払
仕
候
、
此
以
後
帋
の
座
を
三
人
ニ
被
仰
付
、（
中
略
）
帋
座

被
仰
付
少
御
損
有
之
分
ハ
不
苦
御
事
候
条
、
其
御
地
よ
り
如
被
仰
上
之
帋

座
被
仰
付
、
云
々

　

江
戸
方
で
は
、
七
、
八
〇
〇
貫
目
な
い
と
越
年
が
出
来
な
い
状
況
の
な
か
で
、

「
御
直
売
」
か
ら
胡
麻
屋
ほ
か
と
紙
座
契
約
を
結
ぶ
方
向
に
転
換
す
る
か
ど
う

か
の
決
断
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
胡
麻
屋
の
提
案
は
、先
年
と
お
な
じ
一
割
の「
口

銭
」
で
紙
座
を
引
き
受
け
、
三
〇
〇
貫
目
の
「
紙
座
前
銀
」
を
用
立
て
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
御
直
売
」
も
、
胡
麻
屋
ほ
か
が
「
中
か
い
」

を
や
っ
て
く
れ
て
こ
そ
成
り
立
っ
て
お
り
、
紙
座
契
約
を
す
れ
ば
藩
側
が
少
し

損
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
資
金
繰
り
か
ら
も
や
む
を
得
な
い
、
と
い
う
の

が
国
元
の
見
解
で
あ
り
、
結
局
前
の
史
料
の
契
約
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
の
予
算
大
綱
で
は
、
慶
安
四
年
分
・
承

応
元
年
分
の
楮
不
作
の
影
響
も
あ
っ
て
、二
万
丸
の
大
坂
運
送
、「
根
銀
」（「
本

銀
」・「
本
ね
」）
六
〇
〇
貫
目
＝
一
丸
三
〇
匁
、「
売
上
り
銀
」
一
五
〇
貫
目
（
二

割
半
）、
紙
座
取
り
分
一
割
、
減
免
一
三
〇
貫
目
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
の

元
値
一
丸
＝
三
〇
匁
が
明
確
で
あ
る
。

五
四



　

万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
六
月
十
一
日
の
史
料）
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に
、「
胡
麻
屋
売
残
帋
大
賀

手
前
へ
請
取
売
立
候
古
紙
四
千
丸
余
之
代
銀
ニ
、
御
米
銀
少
被
引
足
候
而
、
大

判
百
枚
・
小
判
弐
千
両
・
壱
歩
千
切
程
両
替
被
作
せ
、
能
便
を
以
御
入
国
内
被

差
下
候
へ
か
し
と
存
候
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
胡
麻
屋
か
ら
大
賀
へ
紙
座
が
転

換
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
胡
麻
屋
の
売
り
残
り
紙
を「
古
紙
」と
い
っ

て
い
る
の
で
、紙
座
の
転
換
は
明
暦
三
年
分
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、

こ
の
史
料
は
「
仕
置
銀
」
備
蓄
の
史
料
で
も
あ
る
。

　

万
治
元
年
九
月
二
十
八
日
の
史
料）
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に
、「
長
崎
よ
り
近
日
飛
脚
被
指
越
候
、

帋
座
之
儀
大
賀
よ
り
此
節
返
事
仕
之
由
候
」
と
あ
っ
て
、
大
賀
は
長
崎
商
人
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
史
料
の
末
尾
に
あ
る
紙
座
契
約
の
藩
側
提
示
条
件

は
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
　

山
代
帋
約
諾
書
替
之
次
第　
　

大
形
か
と

く
如
此
可
被
相
定
事
、

　

一
帋
直
段
上
り
下
り
ニ
不
構
、
本
銀
ニ
四
和
利
付
ニ
し
て
、
買
切
可
申
事
、

　

一 

代
銀
ハ
帋
売
口
ニ
不
構
、
二
月
ニ
銀
三
百
貫
目
、
七
月
ニ
三
百
貫
目
、
八

月
ニ
百
貫
目
、
残
所
ハ
暮
極
月
、
少
も
無
滞
御
公
納
可
申
上
候
事
、

　

一 

う
ん
ち
ん
・
蔵
敷
其
外
、
小
々
の
諸
入
目
共
ニ
、
如
此
中
帋
座
よ
り
相
調

可
申
事
、

　

一 

此
中
之
帋
座
よ
り
銀
三
百
貫
目
加
詰
七
歩
ニ
し
て
御
用
ニ
立
候
、
今
度
之

帋
座
請
候
も
の
、
右
三
百
貫
目
銀
御
調
替
仕
、
利
足
五
歩
ニ
し
て
御
馳
走

候
様
ニ
可
被
申
談
事
、

　

第
一
条
は
、
本
銀
（
元
値
）
に
四
割
の
「
売
上
り
銀
」
で
、
紙
値
段
の
変
動

に
か
か
わ
ら
ず
紙
座
の
「
買
切
」
と
す
る
。
つ
づ
い
て
代
銀
は
二
月
に
三
〇
〇

貫
目
、
七
月
に
三
〇
〇
貫
目
、
八
月
に
一
〇
〇
貫
目
、
十
二
月
に
残
り
を
公
納

す
る
。
運
賃
・
蔵
敷
料
・
諸
入
目
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
紙
座
持
ち
と
す
る
。
こ

れ
ま
で
の
紙
座
か
ら
三
〇
〇
貫
目
を
年
利
七
％
で
借
り
て
い
た
が
、
今
度
の
紙

座
か
ら
こ
れ
を
年
利
五
％
で
借
換
え
に
す
る
。
承
応
期
と
比
較
し
て
、
ず
い
ぶ

ん
強
気
な
藩
側
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
だ
け
山
代
紙
の
生
産
・
売
値
が
上

向
い
て
き
た
こ
と
が
表
れ
て
い
る
。

　

万
治
三
年
十
一
月
十
二
日
付
の
二
史
料）
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は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　

一 

山
代
紙
御
売
払
之
儀
、
太
抵
大
賀
宗
伯
・
末
次
平
蔵
へ
被
仰
付
、
私
も
人

数
ニ
被
相
加
御
請
相
仕
、七
ケ
年
約
束
之
辻
ニ
万
事
被
仰
付
筈
ニ
御
座
候
、

　

一 

山
代
帋
売
払
近
年
ハ
手
廻
し
よ
く
、
紙
座
之
者
も
御
影
を
以
年
々
大
分
之

利
足
取
申
候
、
然
処
今
年
帋
大
分
売
か
ね
、
紙
座
之
も
の
手
前
ニ
有
之
様

ニ
被
聞
召
付
候
、
尤
七
ケ
年
間
之
儀
者
買
切
ニ
御
請
申
上
候
条
、
公
儀
ニ

不
被
成
御
構
義
ニ
御
座
候
へ
共
、
余
り
高
利
を
取
候
故
売
口
つ
か
へ
申
物

と
被
思
召
候
、（
中
略
）
此
段
大
賀
・
末
次
所
へ
も
申
遣
、
其
上
大
坂
ニ

相
詰
居
候
両
人
手
代
之
者
へ
も
被
仰
渡
之
辻
具
ニ
可
申
聞
候
、

　

こ
こ
で
わ
か
る
の
は
、
明
暦
三
年
分
か
ら
七
か
年
「
買
切
」
契
約
で
紙
座
に

な
っ
た
の
は
、
長
崎
商
人
大
賀
宗
伯
・
末
次
平
蔵
（
そ
れ
に
国
元
商
人
塩
田
屋

道
可
も
加
わ
っ
た
）
で
あ
っ
た
こ
と
、
山
代
紙
売
却
先
の
大
坂
へ
は
両
人
の
手

代
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
元
銀
に
四
割
付
け
で
の
七
か
年
（
明
暦
三
年
分

〜
寛
文
三
年
分
）
買
い
切
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
山
代
紙
の
売
却
は
順
調
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
山
代
紙
の
販
路
の
中
心
は
、一
貫
し
て
大
坂
で
あ
っ
た
。

五
五



　
　
　
　
　
　

二　

寛
文
期
の
山
代
紙

　

本
章
で
は
、
寛
文
期
の
山
代
紙
を
考
察
す
る
。
こ
の
期
の
山
代
紙
の
概
要
を

見
通
す
た
め
の
好
個
の
史
料
が
あ
る
。
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
山
代
代
官
粟

屋
五
郎
兵
衛
就
政
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
「
山
代
覚
書）
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」
で
あ
る
。
請
紙

制
の
内
容
と
寛
文
期
の
実
態
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
で
、
全
文
を
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　

山
代
覚
書

　

１
一
米
ハ
九
月
ヨ
リ
十
二
月
ニ
皆
済
、

　

２
一
紙
ハ
十
月
ヨ
リ
明
六
月
ニ
皆
済
、

　

３
一
六
万
石
物
成
ニ
て
不
足
米
三
千
五
六
百
石
、

　

４
一 

毎
年
秋
ヨ
リ
暮
迄
ニ
、
理
銀
三
百
五
六
十
貫
目
入
申
候
事
、
但
此
内
弐

百
五
六
十
貫
目
八
月
末
ニ
入
申
候
事
、

　

５
一 

山
代
物
成
算
用
、
縦
ハ
寛
文
八
年
分
を
ハ
、
十
年
ノ
正
月
ニ
公
勘
相
調

候
、

　

６
一 

先
年
ハ
古
手
二
年
ニ
一
度
宛
買
遣
候
へ
共
、
近
年
ハ
過
上
銀
引
当
無
之

ニ
付
、
買
遣
不
申
候
、
此
後
過
上
銀
引
当
有
之
節
ハ
、
買
遣
申
筈
候
事
、

古
手
代
銀
大
形
ハ
百
貫
目
ホ
ト
買
申
候
事
、

　

７
一 

田
方
物
成
米
和
市
、
公
儀
よ
り
百
目
ニ
付
而
三
石
宛
ニ
し
て
立
遣
候
、

然
共
右
之
米
ニ
テ
不
足
申
候
故
、
地
下
ヨ
リ
買
米
仕
候
ニ
付
、
抨
ニ
し

て
毎
年
弐
石
四
五
斗
ノ
和
市
ニ
し
て
百
性
中
へ
遣
候
事
、
但
買
米
南
前

給
米
ね
き
り
や
い
ニ
買
申
候
事
、

　

８
一 

山
代
中
諸
役
・
浮
役
・
田
方
延
米
共
ニ
、
先
年
石
高
へ
入
申
ニ
付
、
只

今
御
差
免
之
事
、

　

９
一
山
代
中
六
万
五
百
石

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　

田
方
弐
万
石
ホ
ト

　
　
　
　

畠
方
弐
万
石
ホ
ト

　
　
　
　

楮
方
弐
万
石
ホ
ト

　

10
一
半
紙
ね
段
高
下
、
廿
四
段
有
之
事
、

　

11
一
同
本
ね
四
和
利
ニ
、
こ
も
つ
き
一
匁
宛
公
儀
被
召
上
ケ
候
事
、

　

12
一 

紙
支
配
之
者
取
分
、
此
節
之
ね
段
五
和
利
六
匁
ニ
し
て
、
公
儀
へ
被
召

上
候
残
銀
壱
和
利
、
外
ニ
こ
も
つ
き
五
匁
、

　

13
一
先
年
紙
ね
段
高
直
成
節
ハ
、
五
和
利
こ
も
つ
き
十
三
匁
、

　

14
一 

山
代
理
銀
、
元
ハ
毎
年
地
下
入
申
候
、
利
銀
ハ
御
遣
銀
ニ
相
成
候
事
、

但
理
銀
調
方
ニ
理
紙
と
送
状
仕
引
分
、
大
坂
差
上
せ
候
事
、

　

15
一 

同
過
上
銀
と
申
候
ハ
、
理
銀
幷
物
成
銀
勘
定
ノ
上
、
紙
代
銀
ニ
差
引
、

其
外
ニ
地
下
へ
取
申
余
銀
を
過
上
銀
と
申
候
事
、

　

16
一
同
理
紙
之
外
ハ
、
不
残
公
納
紙
と
申
候
事
、

　

第
一
条
は
、
田
方
年
貢
の
米
は
九
月
か
ら
納
入
を
始
め
、
十
二
月
が
皆
済
期

限
で
あ
る
。
前
述
の
承
応
二
年
予
算
大
綱
で
は
四
ツ
成
と
し
て
九
七
〇
六
石
と

見
積
ら
れ
、
こ
れ
に
少
し
米
を
足
し
て
一
万
石
が
「
御
仕
入
米
」（
藩
か
ら
み

て
投
資
、
百
姓
か
ら
み
て
飯
米
）
と
し
て
地
下
に
「
売
」
ら
れ
る
。
代
銀
は
公

納
紙
で
決
済
さ
れ
る
。「
不
足
米
」（
飯
米
の
不
足
）
が
三
五
〇
〇
〜
三
六
〇
〇

石
あ
る
（
第
三
条
）
の
で
、「
山
代
理
銀
」
で
「
買
米
」
を
し
て
与
え
る
（
第

五
六



七
条
・
一
四
条
）。
こ
れ
は「
理
紙
」の
納
入
で
決
済
さ
れ
る（
一
六
条
）。「
理
銀
」

（「
断
銀
」
と
も
）
は
、
田
方
物
成
米
・
畠
銀
・
楮
銀
で
構
成
さ
れ
る
「
御
仕
入

米
銀
」（「
公
納
紙
」で
決
済
さ
れ
る
）と
は
別
に
、当
該
期
に
は「
仕
置
銀
」（
一

四
条
で
は
「
御
遣
銀
」
と
あ
る
）
と
い
う
特
別
会
計
か
ら
投
資
さ
れ
る
銀
で
あ

る
（「
理
紙
」
で
決
済
さ
れ
る
）。

　

第
二
条
は
、
楮
の
刈
り
取
り
・
紙
漉
き
は
十
月
に
始
ま
る
か
ら
、
紙
の
収
納

も
同
月
か
ら
始
ま
り
、翌
年
の
六
月
が
皆
済
期
限
で
あ
る
こ
と
を
云
っ
て
い
る
。

当
年
か
ら
翌
年
に
年
を
跨
ぐ
の
で
、「
何
年
分
」
と
明
記
さ
れ
る
。
皆
済
一
紙

は
五
、
六
月
こ
ろ
作
成
さ
れ
る
。

　

第
四
条
は
、
毎
年
秋
（
八
月
）
か
ら
暮
ま
で
に
、「
理
銀
」
が
三
五
〇
〜
三

六
〇
貫
目
必
要
で
、
そ
の
う
ち
八
月
末
に
は
二
五
〇
〜
二
六
〇
貫
目
が
必
要
で

あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
楮
修
甫
飯
米
・
楮
買
代
・
楮
煮
釜
ほ
か
の
道
具
代
・
灰

代
な
ど
（
八
月
）
が
必
要
で
、
暮
（
十
一
・
十
二
月
）
に
も
紙
漉
き
飯
米
が
必

要
で
あ
る）
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。

　

第
五
条
は
、山
代
物
成
の
総
決
算
が
、翌
年
六
月
の
皆
済
の
あ
と
、紙
座
（
商

人
）
の
売
却
代
銀
納
入
の
片
づ
く
暮
を
待
っ
て
、
翌
々
年
の
正
月
に
行
わ
れ
る

こ
と
を
云
う
。

　

第
六
条
は
、「
過
上
銀
」
が
あ
れ
ば
、
古
着
を
買
っ
て
山
代
百
姓
に
与
え
る

こ
と
が
云
わ
れ
て
い
る
。
近
年
は
「
過
上
銀
」
の
引
当
が
な
い
の
で
、
買
い
与

え
ら
れ
な
い
。「
過
上
銀
」
と
は
、
公
納
紙
・
理
紙
の
元
値
（
藩
が
「
買
う
」

と
き
の
値
段
）
を
超
え
た
銀
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
れ
ば
百
姓
に
返
っ
て
く
る
は

ず
の
も
の
で
あ
る
（
一
五
条
）。

　

第
七
条
は
、
田
方
物
成
米
和
市
（
地
下
へ
の
「
売
り
」
値
段
）
が
、
銀
一
〇

〇
匁
＝
米
三
石
（
三
石
替
。
一
石
＝
三
三
・
三
匁
）
で
あ
る
と
云
う
。
こ
の
量

で
は
飯
米
が
三
五
〇
〇
〜
三
六
〇
〇
石
不
足
す
る
の
で
、
他
宰
判
の
知
行
地
米

を
買
う
が
、
そ
の
和
市
は
一
〇
〇
匁
＝
米
二
石
四
斗
〜
五
斗
（
一
石
＝
四
〇
〜

四
一
・
七
匁
）
で
あ
る
。
さ
き
の
承
応
二
年
の
予
算
と
比
較
す
る
と
、
前
者
の

定
和
市
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
以
前
は
市
場
価
格
よ
り
高
く
設
定
さ
れ
て
い
た

が
、
米
価
の
高
騰
に
よ
っ
て
む
し
ろ
安
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

南
前
（
防
長
の
瀬
戸
内
側
へ
津
出
し
す
る
地
域
）
知
行
地
米
の
相
場
が
、
寛
文

八
年
頃
は
一
石
＝
四
〇
〜
四
一
・
七
匁
く
ら
い
で
あ
っ
た
こ
と
も
興
味
深
い
。

　

第
八
条
は
、
山
代
で
は
検
地
の
さ
い
に
す
で
に
石
高
に
織
り
込
ん
で
あ
る
の

で
、
諸
郡
で
は
懸
か
る
は
ず
の
諸
役
・
浮
役
・
田
方
延
米
（
桝
相
）
が
免
除
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
云
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
山
代
の
石
高
は
、
紙
を
多
く
収
納

す
る
目
的
で
、
わ
ざ
と
高
石
に
し
て
あ
る
。

　

第
九
条
は
、
山
代
惣
高
が
六
万
〇
五
〇
〇
石
で
あ
る
こ
と
を
云
う
。
承
応
二

年
段
階
で
は
惣
高
五
万
九
九
八
〇
石
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
数
字
は
首
肯
で
き

る
が
、
内
訳
の
二
万
石
ず
つ
と
い
う
の
は
い
た
だ
け
な
い
。
承
応
二
年
段
階
の

田
方
現
高
二
万
四
二
六
五
石
・
畠
方
現
高
一
万
二
二
〇
六
石
・
楮
石
二
万
三
〇

五
五
石
に
近
い
数
字
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

第
一
〇
条
は
、
半
紙
の
値
段
は
二
四
段
階
あ
る
と
い
う
。

　

第
一
一
〜
一
三
条
は
、半
紙
の
元
値
段
と
売
却
値
段
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
。

「
本
ね
」
と
い
う
の
が
公
納
紙
・
理
紙
を
収
納
す
る
と
き
の
値
段
で
あ
り
、
い

わ
ば
元
値
段
で
あ
る
（「
根
銀
」
と
も
い
う
）。
元
値
段
に
四
割
の
「
売
上
り
銀
」

五
七



と「
菰
付
銀
」一
匁
が
藩
の
売
却
益
で
あ
る
。
一
方「
紙
支
配
之
者
」（
紙
座
商
人
、

こ
の
頃
は
大
黒
屋
善
四
郎
）
の
取
り
分
は
、
元
値
段
の
一
割
と
「
菰
付
銀
」
五

匁
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
モ
デ
ル
は
、
元
値
に
一
・
五
倍
と
六
匁
を
足

し
た
も
の
が
売
却
値
段
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
寛
文
八
年
分
の
元
値
段
一

丸
＝
三
八
匁）
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を
仮
に
こ
れ
に
あ
て
は
め
る
と
、
図
（
１
）
の
よ
う
に
な
る
。

　

元
値
段
三
八
匁
に
、「
売
上
り
銀
」
四
割
の
一
五
・
二
匁
、そ
れ
に
「
菰
付
銀
」

一
匁
を
加
え
た
、
五
四
・
二
匁
が
藩
の
取
り
分
で
あ
る
。
一
方
紙
座
の
取
り
分

は
、
元
値
の
一
割
三
・
八
匁
に
「
菰
付
銀
」
五
匁
を
加
え
た
八
・
八
匁
で
あ
る
。

全
体
に
一
丸
は
六
三
匁
で
売
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
ち
藩
の
取
り
分
は
八

六
％
、
紙
座
商
人
の
取
り
分
は
一
四
％
と
な
る
。

　

元
値
い
く
ら
、
元
値
に
四
割
の
「
売
上
り
銀
」、
元
値
に
一
割
の
紙
座
取
り

分
と
い
う
の
は
、
藩
と
紙
座
の
契
約
内
容
で
あ
る
。
前
二
者
だ
け
の
契
約
も
あ

り
う
る
（
買
い
切
り
）。「
菰
付
銀
」
と
い
う
の
は
、
元
値
の
一
・
五
倍
を
超
え

た
、
い
わ
ば
余
禄
で
あ
る
。「
先
年
紙
ね
段
高
直
成
節
」
と
い
う
の
は
、
寛
文

四
年
〜
六
年
頃
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
売
却
値
段
が
元
値
の
一
・
五
倍
と
「
菰

付
銀
」
一
三
匁
で
あ
っ
た
と
い
う
（
一
三
条
）。

　

第
一
四
条
は
、「
山
代
理
銀
」
が
毎
年
必
要
で
あ
り
、
元
銀
が
出
資
さ
れ
て
、

利
銀
は
「
御
遣
銀
」
に
な
る
と
い
う
。
別
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
該
期
の

出
資
元
は
「
仕
置
銀
」
を
運
用
し
て
い
る
諸
役
所
（
御
買
物
方
・
御
貸
銀
方
・

浮
物
方
・
御
銀
子
方
・
御
貸
米
方
な
ど
）
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
寛
文

九
年
分
の
「
理
銀
」
四
九
七
貫
目
余
は
全
額
「
仕
置
銀
」
で
あ
る
。
投
資
さ
れ

た
「
仕
置
銀
」
が
元
値
を
構
成
し
、
こ
れ
に
「
利
銀
」（「
売
上
り
銀
」、
右
に

述
べ
た
四
割
）
が
加
わ
っ
て
「
御
遣
銀
」（「
仕
置
銀
」）
に
返
っ
て
く
る
。「
理

銀
」
の
元
銀
と
「
売
上
り
銀
」・「
菰
付
銀
」
の
関
係
は
、根
銀
＝
「
御
仕
入
米
銀
」

（
本
所
務
分
）
と
「
売
上
り
銀
」・「
菰
付
銀
」
の
関
係
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。

混
同
を
避
け
る
た
め
に
、「
理
紙
と
送
り
状
仕
引
分
、大
坂
差
上
せ
候
」と
い
う
。

名
称
も
「
理
紙
」（
理
銀
の
分
）
と
「
公
納
紙
」（
本
所
務
の
分
）
を
区
別
し
て

い
た
（
一
六
条
）。

　
「
理
銀
」
は
、
承
応
元
年
十
月
七
日
「
国
元
加
判
衆
奉
書）

18
（

」
に
、「
例
年
懸
候

現
銀
弐
十
貫
め
い
つ
も
此
節
借
用
申
之
由
候
、
其
上
ニ
畠
種
か
い
申
も
の
其
外

質
物
等
置
、
新
帋
に
取
付
申
事
候
、
不
相
成
者
少
々
貸
候
て
御
納
所
無
由
断
様

ニ
申
付
候
へ
と
申
渡
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
十
月
に
紙
漉
き
に
取

り
掛
か
る
と
き
の
必
要
経
費
が
な
い
百
姓
に
貸
与
す
る
も
の
で
、
例
年
二
〇
貫

目
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
四
条
に
よ
れ
ば
三
五
〇
〜
三
六
〇
貫
目
、
寛
文

九
年
分
で
は
四
九
七
貫
目
と
膨
脹
し
て
い
る
。「
公
納
紙
」（
本
所
務
分
）
納
入

に
も
欠
か
せ
な
い
必
要
経
費
を
「
仕
置
銀
」
か
ら
貸
与
し
、「
理
紙
」
納
入
で

決
済
さ
せ
る
。「
仕
置
銀
」（「
御
遣
銀
」）
は
、
前
貸
資
本
の
役
割
を
果
し
て
お

り
、
利
殖
の
最
前
線
に
い
る
。
山
代
百
姓
は
、
必
要
労
働
部
分
（
自
己
と
家
族

図
（
１
）

菰
付
銀

一
割

売
上
り
四
割

元
値
段

藩
取
り
分

紙
座
取
り
分

63匁－

54.2匁－

38匁－

五
八



の
再
生
産
）
を
確
保
す
る
た
め
に
、
よ
り
多
く
紙
漉
き
（
増
漉
き
）
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
で
寛
文
期
山
代
請
紙
制
の
概
要
が
つ
か
め
た
と
思
う
の
で
、
つ
ぎ
に
同

期
の
藩
財
政
史
料
で
よ
り
具
体
的
に
検
証
し
て
み
よ
う
。

　

当
職
毛
利
就
方
（
寛
文
四
年
八
月
〜
同
八
年
二
月
在
職
）
宛
の
蔵
元
両
人
役

岡
就
知
書
状
（
寛
文
五
〜
七
年
八
月
二
十
七
日
付）

42
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）
に
よ
れ
ば
、
山
代
代
官
粟

屋
が
、「
山
代
楮
買
申
代
銀
百
弐
拾
貫
め
、
当
月
中
ニ
請
取
申
度
候
へ
共
、
御

貸
銀
方
・
御
買
物
方
ニ
も
当
分
御
銀
子
無
御
座
候
付
相
延
」、「
他
国
へ
楮
買
ニ

遣
申
儀
ニ
御
座
候
、
此
者
春
之
比
候
へ
ハ
、
今
年
之
帋
漉
出
之
支
り
ニ
成
」
と

云
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
理
銀
（「
仕
置
銀
」
か
ら
出
資
）
で
他
国
楮
を

買
い
取
り
、
山
代
で
増
漉
き
を
し
て
い
る
こ
と
、
楮
買
銀
が
一
二
〇
貫
目
も
予

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、「
仕
置
銀
」
を
運
用
し
て
い
る
役
所
に
現
銀
が
不
足
し

て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
示
し
て
い
る
。

　

同
じ
く
毛
利
就
方
宛
大
坂
都
合
人
井
上
就
相
書
状
（
寛
文
四
〜
八
年
十
月
五

日
付）

43
（

）
に
よ
れ
ば
、
大
坂
で
は
米
値
段
一
石
四
六
〜
四
七
匁
で
あ
り
、
上
着
紙

二
万
四
九
一
六
丸
、内
七
一
五
六
丸
は
五
月
ま
で
に
五
割
一
一
匁
で
売
り
払
い
、

四
六
二
二
丸
は
八
月
末
か
ら
現
在
ま
で
に
五
割
二
匁
で
売
り
払
っ
た
。
売
り
閊

え
が
あ
っ
て
、
三
〇
〇
〇
丸
は
江
戸
へ
五
割
に
し
て
積
み
廻
し
た
。
現
在
一
万

丸
余
が
売
れ
残
っ
て
い
る
が
、
塩
田
屋
道
可
が
「
種
々
手
遣
」
を
し
て
く
れ
て

い
る
、
と
い
う
。
五
割
一
一
匁
と
は
、
元
値
段
の
五
割
増
し
（
四
割
が
藩
、
一

割
が
紙
座
の
取
り
分
）
と
菰
付
銀
一
一
匁
を
意
味
す
る
。
上
着
紙
二
万
四
九
一

六
丸
の
事
実
と
あ
わ
せ
て
、
山
代
紙
の
好
調
を
物
語
る
。
ほ
か
に
萩
売
却
紙
二

〇
〇
〇
丸
・
御
用
紙
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
公
納
紙
・
理
紙
あ
わ
せ
て

二
万
七
〇
〇
〇
丸
と
推
定
さ
れ
る
。

　
「
寛
文
八
年
分
山
代
漉
立
紙
付
立）
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」
に
よ
れ
ば
、
寛
文
八
年
分
の
御
用
紙
一

〇
〇
〇
丸
（
一
丸
＝
五
二
・
五
匁
）・「
御
売
紙
」
二
万
三
二
七
四
丸
（
半
紙
元

値
一
丸
＝
三
八
匁
）、合
計
二
万
六
二
七
四
丸
・
一
〇
二
一
貫
八
〇
一
匁
で
あ
る
。

紙
数
二
万
六
二
七
四
丸
は
、
公
納
紙
・
理
紙
を
あ
わ
せ
た
も
の
、
漉
立
紙
代
銀

一
〇
二
一
貫
目
も
両
紙
を
あ
わ
せ
た
元
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
御
売
紙
」

の
う
ち
二
〇
〇
〇
丸
は
萩
で
、
残
り
は
大
坂
で
売
却
さ
れ
た
。
御
用
紙
一
〇
〇

〇
丸
、
萩
売
却
紙
二
〇
〇
〇
丸
、
大
坂
売
却
紙
二
万
三
二
七
四
丸
と
な
る
。
な

お
、
前
年
寛
文
七
年
分
の
漉
立
紙
代
銀
は
、
一
〇
〇
二
貫
五
二
八
匁
で
あ
る
と

い
う
注
記
が
あ
る
。

　

寛
文
九
年
分
に
入
る
と
、同
年
七
月
二
十
一
日
付
粟
屋「
山
代
当
内
積
覚）

40
（

」（
皮

算
用
の
元
値
段
）
で
は
、
御
用
紙
五
二
・
五
貫
目
と
売
紙
の
内
物
成
立
用
分
が

六
三
〇
貫
目
（
公
納
紙
の
分
）、理
銀
三
六
〇
貫
目
（
理
紙
の
分
）、過
上
銀
六
二
・

五
貫
目
で
、
合
計
一
〇
五
二
・
五
貫
目
で
あ
る
。
理
銀
の
内
訳
は
、
①
買
米
三

六
〇
〇
石
（
八
月
末
と
十
一
月
に
半
々
）
を
一
石
＝
五
〇
匁
で
買
い
入
れ
る
一

八
〇
貫
目
、
②
買
楮
代
銀
引
当
（
八
月
末
）
の
一
二
〇
貫
目
、
③
釜
・
灰
・
道

具
代
銀
（
八
月
末
）
の
三
〇
貫
目
、
④
地
下
小
遣
銀
（
八
月
末
）
の
一
七
・
一

貫
目
、
⑤
地
下
御
馳
走
銀
（
十
一
月
）
の
一
二
・
九
貫
目
で
あ
る
。

　

寛
文
十
年
五
月
二
十
一
日
付
粟
屋
「
寛
文
九
年
分
漉
立
紙
代
銀
幷
断
銀
付

立）
44
（

」
は
、
表
（
４
）
の
と
お
り
で
あ
る
。
皆
済
期
の
元
値
段
を
示
し
て
い
る
。

総
計
で
二
万
九
二
九
九
丸
・
一
一
一
九
貫
目
余
、
前
年
の
皮
算
用
よ
り
投
資
が

五
九



六
七
貫
目
余
増
え
て
い
る
。紙
数
は
、

寛
文
八
年
分
よ
り
三
〇
二
五
丸
の
増

加
で
あ
る
。
半
紙
を
標
準
と
す
る
元

値
段
は
、
一
丸
＝
三
七
匁
で
あ
る
。

公
納
紙
分
（
物
成
銀
立
用
）
は
、
①

御
用
紙
五
〇
・
四
貫
目
、
②
松
村
の

萩
売
紙
一
〇
二
貫
目
、③
大
黒
屋（
京

商
人
）
大
坂
売
紙
四
七
〇
貫
目
余
の

合
計
六
二
二
・
五
貫
目
余
で
あ
る

（
皮
算
用
で
は
六
三
〇
貫
目
）。
理
紙

分
は
、
大
黒
屋
売
紙
の
四
九
七
貫
目

余
で
あ
る
（
公
納
紙
元
銀
と
理
紙
元

銀
の
比
は
、
五
五
・
六
％
と
四
四
・

四
％
）。
理
銀
の
元
銀
は
、
五
役
所

が
運
用
す
る
「
仕
置
銀
」
か
ら
一
〇

〇
％
出
資
さ
れ
て
お
り
、
比
率
も
極

め
て
高
い
。

　

寛
文
十
年
五
月
二
十
八
日
付
粟
屋
「
寛
文
九
年
分
山
代
漉
立
紙
皆
済
辻
付

立）
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」
は
、表
（
５
）
の
と
お
り
で
あ
る
。
表
（
４
）
か
ら
少
し
動
い
て
い
る
が
、

こ
れ
が
皆
済
値
で
あ
る
。
こ
の
表
で
売
上
り
銀
と
菰
付
銀
が
登
場
す
る
。
こ
の

部
分
は
四
割
・
菰
付
銀
一
匁
で
、
図
（
１
）
と
同
じ
で
あ
り
、
元
値
段
を
加
え

れ
ば
、
藩
の
取
り
分
全
体
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
紙
座
取
り
分

（
一
割
に
菰
付
銀
）
を
足
せ
ば
全
体
の
売
却
値
段
が
確
定
し
、
総
決
算
（
寛
文

十
一
年
の
正
月
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
、
寛
文
九
年
分
は
、
総
紙
数
二
万
九
四
五
九
丸
（
公
納
紙
と
理
紙
の
合

計
）、
元
値
段
は
一
一
二
二
貫
目
余
（
半
紙
に
抨
し
た
平
均
は
一
丸
＝
三
八
匁
）

と
な
る
。
こ
の
約
三
万
丸
は
、
山
代
紙
生
産
の
お
そ
ら
く
藩
政
期
最
大
の
数
値

で
あ
り
、そ
れ
が
寛
文
後
期
に
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
、

表（４）寛文九年分漉立紙代銀幷断銀附立（寛文10.5.21）

出典：益田17－１－５「寛文九年分漉立紙代銀幷断銀附立」（寛文10.5.21）。
※この史料は、売上り銀を計上していない元立計算。

項目 丸 銀（貫目） 備考
半紙（御売紙） 28258 1053.85400 （１丸＝37.3匁）
物ノ本紙（御売紙） 124 8.18400
小菊紙（御売紙） 144 7.33400 御売紙３廉28526丸1069.372貫目
御遣紙（御用紙） 773 50.40225 江戸・京・大坂・萩御用紙御遣物ともに。
合紙数（寛文九ノ漉立紙辻） 29299 1119.77425 29299丸（寛文九ノ漉立紙辻）
内
御用紙（山代御物成銀立用
ニ相成分） 773 50.40225 （１丸＝65.2匁）。江戸・京・大坂・萩御用紙御遣物広折共ニ。
御売紙ニ相成分 28526 1069.37200 （１丸＝37.49匁）。
内
松村長介へ御売せ紙、山代
御物成銀へ立用ニ相成分 2500 102.00000 （１丸＝40.8匁）。

大黒屋善四郎へ御売せ紙 26026 967.37200 （１丸＝37.2匁）。
内
御公納紙代銀之分 470.11158 御物成銀＝公納紙３廉622.51383貫目
御断銀度々申請分 497.26042 御断銀＝497.26042貫目
御断銀出資（元銀）内訳
先御買物方三戸・児玉 80.00000
御貸銀方石津・内藤 155.00000
御貸米方世木・石津 21.00000
浮物方門田 44.00000
当御買物方岡村・後藤 162.26042
銀子方楊井・渡辺 35.00000
小計 497.26042 （これに４割付は198.904貫目）
右山代寛文九年分漉立紙代銀幷断銀付立如此御座候、未紙皆済算用不相調候故、少々
過不足可有之候へ共、大分之相違者御座有間敷候条、以此辻御沙汰可被成候、以上
戌ノ五月廿一日　　粟屋五郎兵衛　　　　→岡惣左衛門殿・神代六左衛門殿
御用紙 773 50.40225 （１丸＝65.2匁）
松村 2500 102.00000 （１丸＝40.8匁）
大黒屋 12647 470.11158 （１丸＝37.1匁）
本紙計（山代御物成銀立用） 15920 622.51383 御物成銀＝公納紙分（１丸＝39.1丸）
大黒屋御断銀申請分 13379 497.26042 御断銀元銀（１丸＝37.1匁）
合 29299 1119.77425 （１丸＝38.2匁）

表（５）寛文九年分山代漉立紙皆済辻付立（寛文10.5.28）

※御売立銀合計の平均１丸＝53.3匁。元立計算の平均１丸＝38.2匁。
※御用紙も合わせると1580.36205貫目。紙数1122.75125貫目の1.4倍。
※出典：益田家文書17－１－４「寛文九年分山代漉立紙皆済辻付立」（寛文10.5.28）。

項目 丸数 銀（貫目） 備考
半紙 28416 1056.74100 （１丸＝37.2匁）
中小杉外15種 1929 66.01025 （１丸＝34.2匁）２廉30345丸、37匁抨にして。
紙数 29459 1122.75125 （１丸＝38.1匁）
内
御用紙本銀之分 773 50.43925 (1丸=65.25匁)
御売紙 28686 1072.31200 （１丸＝37.38匁）
内
松村長介売紙之分 2500 100.89400 （１丸＝40.4匁→56.5匁→57.5匁）
大黒屋善四郎売紙之分 26186 971.41800 （１丸＝37.1匁→51.9匁→52.9匁）
御売紙４割付 428.92480 売上り銀之分（御売紙1072.312×0.4）
御売紙菰付銀丸別１匁宛 28.68600 売上り銀之分（御売紙28686×１匁）
合 28686 1529.92280 内大黒屋売立銀1386.1712貫目

六
〇



「
仕
置
銀
」
を
こ
れ
だ
け
投
資
し
て
、
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
た
数
値
で
あ
る
こ

と
に
も
注
目
し
た
い
。

　

最
後
に
、
当
該
期
藩
財
政
と
山
代
紙
の
関
係
を
一
瞥
し
て
お
く
。
寛
文
九
年

閏
十
月
十
九
日
付
「
国
元
加
判
衆
奉
書）

46
（

」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

 

前
々
ハ
御
仕
置
銀
少
宛
も
御
蔵
ニ
有
之
節
者
、
色
々
御
才
覚
も
相
成
候
由

候
、
近
年
御
所
帯
御
不
足
有
之
ニ
付
而
、
御
蔵
銀
之
内
山
代
御
仕
入
ニ
相

成
候
分
ハ
、
元
利
共
ニ
大
坂
よ
り
直
様
江
戸
御
仕
送
り
ニ
相
成
候
由
候
、

其
外
少
々
有
之
御
仕
置
銀
茂
、
不
叶
就
御
用
ニ
御
貸
付
ニ
相
成
、
其
手
形

物
御
貸
銀
方
・
御
買
物
方
ニ
取
置
、唯
今
者
現
銀
御
蔵
ニ
少
も
無
之
候
、（
中

略
）
山
代
江
の
御
貸
付
半
分
も
無
之
候
、
山
代
之
儀
者
指
置
候
て
も
、
御

仕
送
ニ
仕
度
儀
ニ
候
へ
共
、
宮
内
殿
如
御
存
知
之
、
御
仕
入
無
之
候
て
ハ

山
代
帋
漉
立
不
相
成
事
ニ
候
、
近
年
ハ
御
運
送
米
纔
之
儀
候
故
、
山
代
帋

売
立
銀
御
所
帯
一
方
之
御
引
当
ニ
候
故
、
肝
要
之
御
所
務
所
、
指
置
候
儀

不
相
成
候
、

　

こ
の
時
点
で
す
で
に
、「
仕
置
銀
」（
特
別
会
計
の
銀
）
が
江
戸
へ
仕
送
り
さ

れ
た
り
（
本
会
計
へ
の
大
量
流
用
）、
方
々
へ
貸
し
出
さ
れ
て
現
銀
が
少
し
も

な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
山
代
へ
「
御
仕
入
」（
理
銀
で
あ
る
）
に

な
る
は
ず
の
大
坂
売
却
紙
代
銀
も
江
戸
に
仕
送
り
さ
れ
て
い
る
。
現
銀
を
か
き

集
め
て
も
、
山
代
理
銀
の
半
分
も
な
い
。「
御
仕
入
」（
理
銀
）
が
な
く
て
は
、

山
代
紙
の
漉
き
立
て
が
出
来
な
い
。
近
年
は
か
つ
て
五
万
石
、
三
万
石
あ
っ
た

大
坂
運
送
米
も
二
歩
減
還
付
（
寛
文
元
年
）・
馳
走
銀
宥
免
（
同
六
年
）
で
、

五
〇
〇
〇
石
を
下
回
っ
て
い
る）

47
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。
大
坂
運
送
米
と
山
代
紙
は
藩
財
政
の
二
大
柱

で
あ
り
、
一
方
の
大
坂
運
送
米
が
右
の
よ
う
な
状
態
な
の
で
、
山
代
紙
に
か
か

る
期
待
は
重
大
で
あ
る
。
ど
う
に
か
理
銀
を
確
保
し
た
い
、と
い
う
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
寛
文
九
年
分
は
結
果
的
に
四
九
七
貫
目
余
の
理
銀
が
投
資
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
右
の
史
料
は
こ
の
時
点
の
藩
財
政
と
山
代
紙
の
関
係
を
明

示
し
て
余
り
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

お
わ
り
に

　

山
代
紙
は
、
慶
長
三
井
検
地
の
頃
か
ら
注
目
さ
れ
は
じ
め
、
は
じ
め
て
石
盛

を
さ
れ
た
「
小
成
物
」（
有
用
樹
木
）
の
一
種
と
し
て
付
け
取
ら
れ
た
。
楮
一

釜
＝
〇
・
一
三
石
で
、
畠
方
高
一
石
に
一
〇
匁
を
銀
納
し
た
（
楮
一
釜
は
、
〇
・

一
三
石
×
一
〇
匁
＝
一
・
三
匁
の
収
納
）。
寛
永
二
年
検
地
で
は
、楮
一
釜
＝
〇
・

一
九
石
で
、
畠
方
高
一
石
に
六
・
八
五
匁
を
銀
納
し
た
（
楮
一
釜
は
、
〇
・
一

九
石
×
六
・
八
五
匁
＝
一
・
三
匁
の
収
納
、
和
市
は
米
一
石
＝
一
三
・
七
匁
で

不
変
、
石
高
は
一
・
四
六
倍
）。
寛
永
検
地
で
は
、
田
方
を
は
じ
め
と
し
て
高

石
に
設
定
し
、
山
代
を
惣
蔵
入
地
し
た
が
、
こ
れ
は
山
代
請
紙
制
導
入
の
前
提

作
業
で
あ
っ
た
。

　

寛
永
五
年
の
「
山
代
御
蔵
入
御
究
」
で
楮
検
地
を
行
い
、
楮
一
釜
＝
〇
・
三

一
石
に
石
盛
を
し
、
寛
永
検
地
の
も
う
一
つ
の
和
市
（
石
高
一
石
に
一
〇
匁
の

収
納
、
米
一
石
＝
二
〇
匁
）
を
採
用
し
て
、
楮
一
釜
か
ら
三
・
一
匁
の
収
納
と

し
た
（
〇
・
三
一
×
一
〇
＝
三
・
一
）。
こ
こ
に
山
代
固
有
の
楮
石
が
成
立
し
、

楮
一
釜
＝
〇
・
三
一
石
の
石
盛
は
、
貞
享
検
地
を
経
て
、
寛
保
三
年
の
楮
石
「
宥

六
一



免
」
ま
で
続
い
た
。
楮
石
は
、
畠
へ
の
「
二
重
年
貢
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
こ
の
時
の
帳
面
楮
は
七
万
二
〇
〇
〇
釜
（
一
丸
＝
三
釜
漉
き
で
二
万
四

〇
〇
〇
丸
）
で
、
ノ
ル
マ
の
設
定
を
意
味
し
た
。
承
応
期
に
楮
抨
し
が
行
わ
れ

た
が
、
ノ
ル
マ
は
維
持
さ
れ
た
。
帳
面
楮
は
、
寛
文
七
年
の
楮
検
地
で
六
万
一

七
〇
〇
釜
に
、
貞
享
検
地
で
六
万
二
三
七
〇
釜
に
、
享
保
十
九
年
五
万
釜
に
改

定
さ
れ
た
。
ノ
ル
マ
（「
御
買
上
」
量
）
が
余
り
に
過
酷
な
の
で
、
近
世
前
期

に
は
地
下
紙
は
事
実
上
成
立
が
困
難
で
あ
っ
た
。

　

山
代
請
紙
制
は
、
楮
石
の
成
立
を
前
提
と
し
て
、
楮
石
か
ら
だ
け
で
な
く
、

田
方
石
・
畠
方
石
の
物
成
を
も
紙
の
収
納
で
決
済
す
る
制
度
で
あ
る
。
高
石
に

設
定
さ
れ
た
田
方
石
の
物
成
は
、
米
で
一
旦
収
納
さ
れ
た
（
一
万
石
で
、
お
そ

ら
く
収
穫
米
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
）
が
、定
和
市
（
承
応
〜
寛
文
期
は
三
石
替
）

で
「
山
代
ニ
て
売
米
」
と
な
り
、代
銀
は
紙
の
収
納
で
決
済
さ
れ
た
。
楮
修
甫
・

紙
漉
き
の
重
労
働
を
支
え
る
に
は
飯
米
が
不
足
す
る
の
で
、
寛
文
期
に
は
三
五

〇
〇
石
余
の
飯
米
を
理
銀
で
買
い
与
え
た
。
畠
へ
の
「
二
重
年
貢
」
と
田
へ
の

過
酷
な
収
奪
が
重
な
っ
て
い
る
の
が
、
山
代
請
紙
制
の
本
質
で
あ
る
。
山
代
請

紙
制
は
、
論
理
的
に
は
楮
石
成
立
の
寛
永
五
年
に
成
立
し
た
と
み
ら
れ
、
寛
永

末
に
は
米
と
並
ん
で
藩
財
政
の
二
大
柱
の
一
つ
と
な
っ
た
。
山
代
紙
（
山
代
物

成
）
は
、
江
戸
御
遣
銀
に
引
き
当
て
ら
れ
た
。

　

山
代
請
紙
制
の
構
成
要
素
の
も
う
一
つ
で
あ
る
紙
価
格
・
販
路
は
、
根
銀
の

設
定
と
大
坂
市
場
の
動
向
に
表
れ
て
い
る
。
紙
収
納
時
の
根
銀
は
、
慶
安
〜
承

応
期
に
は
一
丸
＝
三
〇
匁
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、こ
れ
が
「
御
買
上
」
値
段
（
山

代
百
姓
か
ら
見
れ
ば
値
切
り
値
段
）
で
あ
っ
た
。
根
銀
は
、寛
文
期
に
は
三
七
、

八
匁
に
、
元
禄
期
に
は
四
〇
匁
以
上
に
設
定
さ
れ
た
。
山
代
紙
販
路
の
中
心
で

あ
る
大
坂
市
場
で
は
、
商
人
と
紙
座
契
約
を
結
び
、
売
却
益
は
寛
永
後
半
期
に

は
根
銀
に
四
割
付
け
の
目
安
が
出
来
て
い
た
。
し
か
し
明
暦
期
ま
で
は
、
楮
生

産
と
市
場
の
不
安
定
さ
に
規
定
さ
れ
、
売
却
益
は
伸
び
悩
ん
で
い
た
。

　

明
暦
三
年
江
戸
大
火
と
、
寛
文
期
に
か
け
て
の
江
戸
再
建
・
全
国
的
な
経
済

成
長
の
過
程
を
通
じ
て
、
大
坂
で
の
山
代
紙
価
格
は
上
昇
し
、
売
却
益
は
四
割

付
け
が
定
着
し
た
。
大
坂
で
の
山
代
紙
価
格
は
、
寛
文
期
に
は
一
丸
＝
六
三
〜

七
〇
匁
と
な
っ
て
い
た
。

　

山
代
理
銀
は
、
当
初
十
月
こ
ろ
に
紙
漉
き
の
必
要
経
費
の
不
足
す
る
百
姓
に

貸
与
す
る
二
〇
貫
目
く
ら
い
で
あ
っ
た
が
、
寛
文
期
に
は
三
五
〇
〜
五
〇
〇
貫

目
に
膨
脹
し
て
い
た
。
寛
文
期
の
理
銀
（
理
紙
で
決
済
）
は
、
全
額
仕
置
銀
か

ら
投
資
さ
れ
、
公
納
紙
と
同
じ
売
却
益
が
見
込
め
る
仕
置
銀
利
殖
の
最
前
線
で

あ
っ
た
。
理
銀
の
使
途
は
、
買
楮
代
銀
・
紙
修
甫
飯
米
・
紙
漉
き
飯
米
・
紙
漉

き
道
具
代
な
ど
で
あ
り
、
山
代
百
姓
の
必
要
労
働
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
み
ず

か
ら
の
再
生
産
を
確
保
す
る
に
は
、
山
代
百
姓
は
増
漉
き
（
理
紙
の
納
入
）
を

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
逆
に
云
え
ば
、
公
納
紙
（
本
所
務
分
）
生
産
は
、
必
要
労

働
部
分
に
食
い
込
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。　

　

寛
文
九
年
分
紙
数
約
三
万
丸
は
、
近
世
全
期
を
通
し
て
の
最
大
値
で
あ
り
、

こ
れ
が
す
で
に
寛
文
後
期
に
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
そ
れ
も
、
仕
置
銀
を
大
量
に
投
資
し
て
の
達
成
で
あ
る
の
で
、
様
々
な
無

理
を
犯
し
て
い
る
。
近
世
中
後
期
の
山
代
紙
が
心
配
で
あ
る
。

　

近
世
前
期
の
藩
財
政
は
、
元
和
九
年
仕
組
（
寛
永
検
地
と
山
代
請
紙
制
の
成

六
二



立
）、
正
保
三
年
仕
組
（
二
歩
減
に
よ
る
大
坂
運
送
米
五
万
石
と
大
坂
運
送
山

代
紙
二
万
丸
）、
承
応
の
再
仕
組
（
予
算
大
綱
と
借
銀
整
理
、
仕
置
銀
の
備
蓄

開
始
）
を
経
て
、
寛
文
期
に
入
っ
た
。
ど
の
仕
組
に
も
山
代
紙
が
密
接
に
関
連

し
て
い
る
。
寛
文
九
年
分
山
代
紙
約
三
万
丸
は
前
期
の
ピ
ー
ク
を
な
し
、
仕
置

銀
も
ピ
ー
ク
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
坂
運
送
米
は
五
〇
〇
〇

石
を
下
回
り
、
江
戸
出
費
膨
脹
に
よ
っ
て
仕
置
銀
さ
え
も
江
戸
仕
送
り
に
大
量

流
用
さ
れ
、
仕
置
銀
の
う
ち
現
銀
が
払
底
、
山
代
理
銀
に
さ
え
事
欠
く
有
様
で

あ
っ
た
。
や
が
て
寛
文
十
年
仕
組
、
天
和
二
年
仕
組
、
貞
享
三
年
検
地
と
続
く

で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
近
世
前
期
の
山
代
紙
を
通
観
し
て
、
山
代
百
姓
・
山
代
紙
は
、
藩
財

政
（
と
り
わ
け
膨
脹
す
る
江
戸
出
費
）
補
塡
の
た
め
の
犠
牲
と
な
っ
た
と
云
え
、

山
代
請
紙
制
は
ま
こ
と
に
過
酷
な
制
度
で
あ
っ
た
。

註

 

（
１ 

） 

防
長
紙
同
業
組
合
、
一
九
四
一
年
。
本
稿
は
、
マ
ツ
ノ
書
店
一
九
七
四

年
復
刻
版
に
拠
っ
た
。

 

（
２ 

） 「
製
紙
録
」（
山
口
県
文
書
館
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
八
二
四
・
八
二
五
・

八
二
六
。
以
下
、
こ
の
文
書
群
に
つ
い
て
は
「
県
庁
伝
来
」
番
号
と
略
記

す
る
）。

 

（
３ 

） 

安
永
六
年
小
幡
正
蔵「
山
代
温
故
録
」（
山
口
県
文
書
館
毛
利
家
文
庫「
地

誌
」
四
〇
。
以
下
、
毛
利
家
文
庫
史
料
の
場
合
、
文
庫
「
分
類
」
番
号
と

略
記
す
る
）。

 

（
４ 

） 

拙
稿
「
萩
藩
寛
文
期
の
藩
財
政
│
益
田
家
文
書
を
中
心
に
│
」（
科
研

費
補
助
金
基
盤
研
究
Ａ
報
告
書
『
大
規
模
武
家
文
書
群
に
よ
る
中
・
近
世

史
料
学
の
統
合
的
研
究
│
萩
藩
家
老
益
田
家
文
書
を
素
材
に
│
』
研
究
代

表
者
久
留
島
典
子
、
二
〇
〇
八
年
。
な
お
、『
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』
第

四
号
、二
〇
〇
八
年
に
転
載
）。
拙
稿「
一
七
世
紀
前
半
の
萩
藩
財
政
」（
科

研
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｃ
報
告
書
『
藩
財
政
と
地
域
社
会
構
造
に
関
す
る

総
合
的
研
究
│
萩
藩
を
素
材
に
し
て
│
』
研
究
代
表
者
森
下
徹
、
二
〇
〇

八
年
。
な
お
、『
山
口
大
学
文
学
会
志
』第
五
八
巻
、二
〇
〇
八
年
に
転
載
）。

拙
稿
「
承
応
〜
寛
文
期
の
萩
藩
財
政
」（
同
前
収
載
。
な
お
、『
や
ま
ぐ
ち

学
の
構
築
』
第
四
号
、
二
〇
〇
八
年
に
転
載
）。

 

（
５
） 

拙
著
『
近
世
の
検
地
と
年
貢
』（
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
）。

 

（
６ 

） 「
周
防
寛
永
弐
年
坪
付
帳
」（「
県
庁
伝
来
」
二
八
三
）、「
給
領
御
配
郡

別
石
高
名
付
付
立
」（
文
庫
「
政
理
」
六
）。

 

（
７
）
文
庫
「
巨
室
」
八
。

 

（
８ 

） 「
周
防
御
朱
印
兼
重
和
泉
蔵
田
与
三
兵
衛
検
見
帳
」（「
県
庁
伝
来
」
二

八
〇
）。
な
お
、
こ
の
史
料
が
慶
長
十
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び

兼
重
検
地
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
参
照
。

 
（
９
）「
周
防
三
井
但
馬
蔵
田
与
三
兵
衛
検
見
帳
」（「
県
庁
伝
来
」
二
八
一
）。

 

（
10 
） 
庄
屋
一
〇
名
、
百
姓
一
名
、
計
一
一
名
が
、
物
成
定
に
難
渋
し
た
と
し

て
、「
誅
伐
」
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
「
山
代
温
故
録
」
の

末
尾
に
収
載
の
「
山
代
縣
令
伝
記
」
な
ど
。

六
三



 
（
11 

）
文
庫
「
巨
室
」
八
。

 

（
12 
） 
寛
永
元
年
十
月
二
十
日
「
清
水
勘
右
衛
門
問
箇
条
幷
当
役
宍
道
元
兼
肩

書
物
」（「
大
記
録
」
三
、
文
庫
「
旧
記
」
三
）。

 

（
13 

） 

元
和
六
年
八
月
二
十
八
日
「
毛
利
輝
元
・
同
秀
就
定
」（
平
川
家
文
書
、

『
山
口
県
史
史
料
編
近
世
２
』
所
収
）。

 

（
14 

） 

元
和
三
年
四
月
二
十
八
日
「
慶
長
十
五
年
防
州
都
濃
郡
須
万
村
打
渡
坪

付
」（
山
口
県
文
書
館
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
徳
山
毛
利
打
渡
帳
」
一
九
）。

元
和
三
年
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
日
付
で
下
松
藩
が
成
立
し
、
打
ち

渡
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

 

（
15 

） 

寛
永
三
年
十
二
月
五
日
「
都
濃
郡
須
万
村
打
渡
坪
付
」（「
徳
山
毛
利
打

渡
帳
」
四
九
）。

 

（
16 

）
前
掲
拙
稿
参
照
。

 

（
17 

）「
譜
録
平
川
吉
兵
衛
正
豊
」（
文
庫
「
譜
録
」
ひ
│
一
六
）。

 

（
18 

）「
諸
所
江
之
御
状
幷
御
奉
書
扣
」（
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
益
田
家
文
書
一

五
│
七
）。

 

（
19 

）「
御
蔵
入
寛
永
二
十
年
分
請
払
一
紙
」（
文
庫
「
財
政
」
一
九
）。

 

（
20 

） 

承
応
二
年
四
月
十
日
「
御
両
国
御
蔵
入
物
成
を
以
指
引
物
付
立
」（
文

庫
「
継
立
原
書
」
一
一
）。

 

（
21 

） 

こ
れ
は
畠
銀
に
も
あ
る
免
違
い
│
畠
高
一
石
に
一
〇
匁
収
納
が
基
準
で

あ
る
が
、
一
部
七
匁
と
か
八
匁
が
存
在
し
、
こ
れ
を
免
違
い
と
い
う
│
が

存
在
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

 

（
22 

） 

寛
文
七
年
カ
八
月
二
十
七
日
「
蔵
元
両
人
役
岡
就
知
・
同
神
代
就
昌
・

山
代
代
官
粟
屋
就
政
連
署
状
」
文
庫
「
遠
用
物
近
世
前
期
」
一
一
八
二
に
、

「
先
年
市
川
九
郎
右
衛
門
存
知
之
時
楮
抨
申
付
、
其
已
後
数
年
窮
無
之
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。

 

（
23 

）
寛
文
九
年
二
月
二
十
日
「
山
代
新
楮
附
立
」、
益
田
家
文
書
三
七
ー
九
。

 

（
24 

） 

寛
文
九
年
三
月
十
二
日
「
山
代
代
官
粟
屋
就
政
山
代
大
目
積
」
益
田
家

文
書
一
八
│
二
四
。

 

（
25
）「
下
村
弥
三
右
衛
門
手
扣
」（
文
庫
「
政
理
」
七
一
）。

 

（
26 

） 

承
応
二
年
四
月
十
日
「
御
両
国
御
蔵
入
物
成
を
以
指
引
物
付
立
」（
文

庫
「
継
立
原
書
」
一
一
）。

 

（
27 

）「
製
紙
録
」
に
載
せ
る
慶
安
二
年
手
本
紙
の
基
準
紋
相
「
上
」
が
三
〇

匁
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
慶
安
〜
承
応
期
の
「
根
銀
」
設
定
と
し
て
首
肯

で
き
る
。
ち
な
み
に
元
禄
元
年
の
そ
れ
は
四
〇
匁
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

「
根
銀
」
は
ず
っ
と
固
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

 

（
28 

） 

寛
永
十
七
年
十
月
二
十
三
日
「
大
塚
新
左
衛
門
外
二
名
連
署
請
状
」、

文
庫
「
遠
用
物
近
世
前
期
」
二
二
四
八
。

 

（
29 

）
承
応
二
年
四
月
十
日
「
御
両
国
御
蔵
入
物
成
を
以
差
引
物
承
応
元
年
分
」

（「
大
記
録
」
一
）
で
は
、「
山
代
御
米
之
代
銀
・
畠
・
楮
銀
・
其
外
浮
役

共
根
銀
之
分
」
六
八
一
・
八
貫
目
と
、「
其
外
浮
役
共
」
が
「
根
銀
」
に

含
ま
れ
て
い
る
。

 

（
30 
） 「
山
代
温
故
録
」
の
末
尾
に
あ
る
「
山
代
縣
令
伝
記
」（
文
庫
「
地
誌
」

四
〇
）。

 

（
31 

） 

寛
永
十
一
年
一
月
十
一
日
当
職
宍
道
元
兼
宛
「
大
塚
屋
真
斎
・
同
長
三

六
四



郎
・
同
生
兵
衛
請
状
」、
文
庫
「
財
政
」
一
四
。

 

（
32 
） 
寛
永
十
七
年
十
月
二
十
三
日
「
大
塚
屋
新
左
衛
門
外
二
名
連
署
請
状
」、

文
庫
「
遠
用
物
近
世
前
期
」
二
二
四
八
。

 

（
33 

）
慶
安
二
年
頃
「
江
戸
加
判
衆
覚
」、
文
庫
「
財
政
」
二
九
。

 

（
34 

）
文
庫
「
政
理
」
三
六
二
。

 

（
35 

） 

慶
安
四
年
十
二
月
三
日
「
国
元
加
判
衆
奉
書
」、
益
田
家
文
書
三
一
│

三
五
「
慶
安
四
年
諸
所
江
之
御
状
幷
御
奉
書
扣
」。

 

（
36 

） 

万
治
元
年
六
月
十
一
日
大
坂
頭
人
岩
脇
就
信
宛
「
当
職
榎
本
就
時
書

状
」、「
大
記
録
」
二
。

 

（
37 

） 

万
治
元
年
カ
九
月
二
十
八
日
国
元
商
人
塩
田
久
左
衛
門
宛
「
当
職
手
元

役
児
玉
（
坂
）
就
辰
書
状
」、
文
庫
「
遠
用
物
近
世
前
期
」
八
九
八
。

 

（
38 

） 

万
治
三
年
十
一
月
十
二
日
児
玉
（
坂
）
就
辰
宛
「
塩
田
屋
道
可
請
状
」、

文
庫
「
遠
用
物
近
世
前
期
」
五
七
〇
・
一
八
三
。

 

（
39 

） 

寛
文
八
年
「
山
代
代
官
粟
屋
就
政
覚
」、
益
田
家
文
書
一
八
│
三
。
粟

屋
在
職
期
間
は
寛
文
五
年
〜
十
年
。
文
中
に
「
縦
ハ
寛
文
八
年
分
を
ハ
」

と
出
て
く
る
こ
と
や
米
・
紙
の
値
段
か
ら
、
寛
文
八
年
と
推
定
し
た
。

 

（
40 

） 

寛
文
九
年
三
月
十
二
日
「
山
代
代
官
粟
屋
就
政
山
代
大
目
積
」、
益
田

家
文
書
一
八
│
二
四
。
同
年
七
月
二
十
一
日
「
山
代
代
官
粟
屋
就
政
山
代

当
内
積
」、
益
田
家
文
書
一
七
│
一
│
一
。

 

（
41 

） 

寛
文
九
年
七
月
十
七
日
「
山
代
代
官
粟
屋
就
政
寛
文
八
年
分
漉
立
紙
付

立
」、
益
田
家
文
書
一
八
│
四
。

 

（
42 

） 

寛
文
五
〜
七
年
八
月
二
十
七
日
当
職
毛
利
就
方
宛
「
蔵
元
両
人
役
岡
就

知
書
状
」、「
遠
用
物
近
世
前
期
」
八
二
二
。

 

（
43 

） 

寛
文
四
〜
七
年
十
月
五
日
当
職
毛
利
就
方
宛
「
大
坂
都
合
人
井
上
就
相

書
状
」、「
遠
用
物
近
世
前
期
」
九
〇
四
。

 

（
44 

） 

寛
文
十
年
五
月
二
十
一
日
「
寛
文
九
年
分
漉
立
紙
代
銀
幷
断
銀
附
立
」

（
益
田
家
文
書
一
七
│
一
│
五
）。

 

（
45 

） 

寛
文
十
年
五
月
二
十
八
日
「
寛
文
九
年
分
山
代
漉
立
紙
皆
済
辻
付
立
」

（
益
田
家
文
書
一
七
│
一
│
四
）。

 

（
46 

） 

寛
文
九
年
閏
十
月
十
九
日
江
戸
加
判
衆
宛
「
国
元
加
判
衆
奉
書
」（
益

田
家
文
書
一
〇
│
二
一
）。

 

（
47
）
前
掲
拙
稿
参
照
。

六
五


